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"見

一
叫
究
主
法
・
説
明
概
念
の
定
義

四
本
稿
の
構
成

第
一
章
新
旧
ハ
l
業
凶
(
何
回
切
)
に
お
け
る
也
会
政
策

第
節
岡
京
と
社
会
政
策
の
関
係

経
済
に
お
け
る
同
家
の
役
割
発
展
モ
デ
ル
に
依
拠
し
て

二
社
会
政
策
に
お
け
る
国
家
の
役
制

第
二
節
東
ア
ジ
ア
の
福
祉
国
家
論
「
京
ア
ジ
ア
柄
祉
モ
一
ア
ル
一
を
め
ぐ
っ
て

第
三
節
「
言
説
政
治
」
と
金
大
中
政
権
下
の
也
会
政
策
改
革
と
の
関
連
性
に
つ
い
て

ー込
i師

第
一
章
砕
刊
に
お
け
る
什
会
政
策
決
定
過
程
の
件
史
的
背
景

第

節

芋

承

晩

政

権

則

岨
円
以
閉
山

二
社
会
政
策
の
導
入

第
二
節
朴
政
鼎
政
権
制

山
口
組
民

二
社
会
政
策
の
拡
大

第
三
節
全
斗
娩
政
権
期
か
ら
廉
泰
愚
政
権
則
へ

北

円

以

尽

二
平
事
政
佐
か
ら
民
主
化
へ
社
会
政
策
の
改
革

第
川
節
企
泳
三
政
権
則

北口一京

二
碑
阿
型
一
信
社
モ
デ
ル
構
築
へ
社
会
的
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ァ
ト
を
同
指
す
社
会
政
議

前
一
章
金
大
中
政
権
の
福
祉
政
策
拡
大
の
試
み
え
態
と
思
惣
的
背
景

jt;，土58(1-62)62
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]



金ι巾政権における「現代イじ」と社会政策 (2) 

節
経
済
危
絞
か
ら
社
会
危
機
へ

I
M
Fと
財
政
改
革

二
社
会
的
危
機
か
ら
一
生
産
的
福
祉
」
へ

第
二
節
金
大
仰
の
思
想
背
景

金
大
中
の
「
生
産
的
福
柑
」
の
ビ
ジ
ョ
ン

二
金
大
中
大
統
領
候
補
選
挙
公
約
と
一
り
の
大
ぷ
題

三
「
ヰ
産
的
稲
川
悦
一
の
珂
念

第
三
節
人
L
L
人
中
の
参
同
村
山
祉
の
ビ
ジ
ョ
ン

第

[
以
上
木
せ
]

第
四
章
金
大
中
政
権
に
お
け
る
ジ
ゴ
ン
グ

l
政
策
の
分
析

第
節
政
府
レ
ベ
ル
の
認
識
女
性
部
の
議
止
に
至
る
ま
で

叫
同
に
お
け
る
瓦
竹
政
策
法
的
措
世

二
立
性
部
に
ム
土
る
歴
史
的
背
景

第

二

節

ジ

J

ン
ダ

l
政
策
過
科
と
そ
の
具
体
的
政
策

政
策
の
決
本
方
針

二

K
性
特
別
4
4

害
貝
会
、

k
性
i

市
及
び
関
連
機
関
組
織
と
経
緯

三
文
性
の
政
治
参
加
促
進
の
施
策
女
性
の
代
表
件
向
上
の
た
め
の

K
件
の
政
治
公
職
参
加
肘
仏
大

川
立
牲
の
一
倍
朴
碁
盤
拡
大

第

三

節

ジ

J

ン
ダ

l
政
策
の
批
判
的
検
芯

金
大
中
政
権
に
お
け
る

K
刊
の
政
治
・

μ
加
凶
参
加
促
進
の
政
策
の
批
判
的
検
討

二

K
性
の
朴
公
進
問
と
福
引
に
対
す
る
社
会
的
評
価

第
ふ
川
章
金
大
中
政
権
の
福
祉
政
策
的
分
析

第
節
政
府
レ
ベ
ル
の
訟
識
余
融
危
機
後
の
社
会
状
況
と
「
ぺ
崖
的
畑
仕
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
」
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"見
ー込
i師

第
二
節
栴
社
政
策
過
祈
と
そ
の
貝
体
的
政
策

社
会
的
セ
ー
フ
テ
ィ

l
・
ネ
ッ
ト
構
築

二
社
会
保
障
ン
ス
テ
ム
拡
大
の
改
革

第
三
節
福
祉
政
策
の
批
判
的
検
川

金
大
中
政
権
に
お
け
る
情
祉
政
策
の
批
判
的
検
芯

「
牛
産
的
日
同
社
」
埋
念
に
基
っ
く
制
祉
政
最
の
社
会
的
評
何

結
晶
偉
凶
に
お
け
る
民
主
+
誌
の
定
柑

(
n
S
E
-
-
2
5
2
Z
3
2
c己
売

-2)

一一

第
六
章

付
録
資
料
金
大
中
候
補
者
の
選
挙
公
約

資
料
二
劃
政
権
の
一
り
の
一
課
題

資
料
三
瓦
性
部
組
織
表

資
料
川
門
主
性
部
歴
代
長
官

資
料
主
立
性
部
関
連
統
計

資
料
六
久
性
部
関
連
統
計

資
料
ヒ
ム
性
部
関
連
統
計

資
料
八

K
性
部
関
連
統
計

参
考
文
献

開
市
一

t

早

韓
国
に
お
け
る
社
会
政
策
決
定
過
程
の
歴
史
的
背
景

と
「
市
民
参
加
川
+

jt;，土58(1-64)64

の
民
羊
主
誌
の
反
望

第
一
巾
に
お
い
て
は
、
緯
川
を
含
め
た
己
守
な
い
し
東
ア
ン
ア
に
お
け
る
川
家
と
社
会
政
策
の
関
係
を
検
討
し
、
ま
た
、
こ
の
地
域
の



お
け
る
社
会
政
策
の
研
究
、
特
に
、
近
年
ム
日
頭
し
て
い
る
「
束
ア
ジ
ア
福
祉
モ
デ
ル
」
に
関
す
る
先
行
研
究
を
ま
と
め
、
そ
の
特
徴
を
明
ら

か
に
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
研
究
に
は
、
歴
史
的
背
景
を
追
っ
た
も
の
や
、
神
国
の
雫
例
に
わ
っ
て
具
体
的
な
社
会
政
策
の
法
化
・
変

行
を
述
べ
て
い
る
研
冗
は
少
な
い
c

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
経
済
状
泌
に
併
肴
し
て
い
る
韓
凶
の
社
会
政
策
を
、
時
系
列
的
に
明
ら
か
に
し
、

金
大
中
政
権
の
政
策
が
い
か
な
る
占
一
で
画
期
的
で
あ
っ
た
か
を
、
そ
れ
以
削
の
政
策
と
比
較
し
な
が
ら
示
し
て
い
き
た
い
じ

峰
凶
で
、
社
会
政
策
が
政
策
ア
ジ
コ
ン
タ
に
の
ぼ
っ
た
時
期
は
、

一
九
六
ひ
午
代
と
さ
れ
て
い
る
つ
し
た
が
っ
て
、
具
体
的
な
席
史
的
背

岡山
[
小
の
説
明
は
、
こ
の
一
九
六

0
年
代
か
ら
は
じ
め
る
こ
と
に
す
る
が
、
そ
の
前
に
、

一
九
五

0
年
代
に
お
け
る
経
済
と
社
会
福
祉
の
状
況
を

瞥
し
て
お
き
た
い
「

九
六

O
年
以
降
に
つ
い
て
は
、
時
系
列
的
に
、
金
大
巾
政
権
成
?
斗
同
川
ま
で
の
状
況
を
説
明
す
る
こ
と
ー
と
す
る
c

金ι巾政権における「現代イじ」と社会政策 (2) 

第
一
節

十
字
承
晩
政
権
期

背
景

朝
鮮
戦
争
停
戦
後
の
ー
ム

0
年
代
は
、
米
同
な
ど
外
国
の
援
助
に
頼
っ
て
い
た
c

平
均
し
て

G
N
P
の
お
よ
そ
一
五
・
九
%
が
米
国
の
経
済

(

山

川

)

援
助
で
あ
っ
た
っ
こ
の

4
0年
代
に
党
反
し
た
経
済
は
、
韓
同
に
二
つ
の
政
策
法
制

g
o
-
-
2
K
M
H
Pの
お
と
を
姥
す
こ
と
に
な
る
。

ま
ず
、
第
一
に
、
緯
同
経
済
は
、
発
展
の
た
め
米
同
に
よ
り
依
存
す
る
形
に
な
り
、
い
わ
ゆ
る
「
依
存
発
展
(
号
胃

E
E門
岳
〆
一
己
主
宮
内
巴
門
)
」

的
な
党
民
を
経
験
す
る
こ
と
に
な
る
。
第
一
に
、
凶
家
と
企
業
に
お
け
る
関
係
で
あ
る
。

九
四
八
年
二
月
に
、
米
同
と
韓
川
の
問
で
援

助
協
定
を
結
び
、
こ
れ
に
よ
っ
て

n
E
2
2吉
ユ
ヨ
豆
が
設
立
さ
れ
る
c
そ
し
て
、
こ
の
基
金
は
、
金
融
の
安
定
化
と
民
間
の
投
資
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
を
支
探
す
る
た
め
に
、
米
国
か
ら
の
援
助
総
額
(
米
ド
ル
)
に
相
当
す
る
母
国
ウ
ォ
ン
を
投
入
す
る
引
組
み
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
時
期
、
企
業
は
投
資
す
る
資
本
が
大
仰
不
足
し
て
い
た
た
め
、
こ
の
某
九
す
か
ら
融
資
を
受
け
る
こ
と
自
体
が
判
官
心
で
あ
り
、
ま
た
、
銀

北法58U -65) 6;; 



"見

行
の
融
資
に
対
す
る
利
了
が
一
八
%
か
ら
一
4
%
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
こ
の
基
金
か
ら
の
融
資
に
対
す
る
利
L
J
が
三
%
か
ら
八
%
と
、

ー込
i師

か
な
り
低
か
っ
た
こ
ろ
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
外
国
の
援
助
配
給
は
、
企
業
の
利
訴
追
求
刑
の
活
動

(
2
E
Z
Z
E
E
Z
F
2
5
R
)
を
引

川

内

)

き
起
こ
す
原
因
ー
と
も
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
斡
川
の
企
業
は
、
政
治
的
権
ん
と
の
協
調
が
不
可
欠
と
な
り
、
利
訴
追
求
型
の
れ
動
も
手

出」

段
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
、
そ
れ
が
政
治
的
腐
敗
に
も
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
c

こ
う
い
っ
た
政
ー
肘
と
企
業
に
お
け
る
パ
ト
ロ
ン

ク
一
フ
イ
ア
、
〆
ト
関
係
ネ
ソ
ト
ワ
ー
ク
が
、
川
家
・
社
会
に
浸
透
し
て
き
た
時
代
で
あ
る
と
い
え
よ
う
っ

こ
う
い
っ
た
経
凶
状
況
の
巾
、
李
示
晩
政
権
は
、
福
相
政
策
に
つ
い
て
は
、
同
一
主
に
よ
る
政
策
に
は
あ
ま
り
尽
力
せ
ず
、
大
部
分
は
、

d
R
R
門
司
な
ど
と
い
っ
た
機
関
や
外
川
か
ら
の
救
済
援
助
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
頼
っ
て
い
た
。
保
健
社
会
部
(
現
在
の
保
健
福
祉
部
)

一肌」

4
0
年
代
に
は
、
平
均
し
て
八
O
%
以
上
の
社
会
I
i
m
が
外
国
の
放
済
ほ
扶
助
か
ら
で
あ
っ
た
c
ア

1
0
年
代
に
お
い
て
は
、
慢
国

の
統
計
を

み
る
と
、

の
経
済
が
十
本
発
達
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
社
会
政
策
は
導
入
さ
れ
な
か
っ
た
と
見
て
い
い
だ
ろ
う
っ

ま
た
、
幹
国
に
お
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
背
景
・
分
断
の
状
況
を
考
虚
す
る
必
姿
も
あ
る
。

H
本
統
治
時
代
に
お
け
る
社
会
干
先
的
・
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
的
な
運
動
ー
と
密
一
般
に
つ
な
が
っ
て
い
た
労
働
組
合
の
運
動
は
、
米
凶
占
領
期
に
禁

U
さ
れ
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
労
働
運
動

は
阻
止
さ
れ
た
の
で
あ

問
。
。
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
胡
鮮
戦
争
終
の
朝
鮮
分
断
は

一
九
五
0
年
代
に
お
け
る

3
2
1。、

出
口
ぬ
拘
山
「
旦
、

労
働
運
動
の
独
立
を
妨
げ
た
」

の
で
あ
る
。
労
働
者
た
ち
が
、
自
ら
の
経
済
的
・
政
治
的
利
益
を
主
張
す
る
組
織
の
形
成
を
阻
止
さ
れ
て

い
た
と
い
う
こ
と
は
、
政
府
は
か
ら
見
れ
ば
、
社
会
福
祉
を
発
展
き
せ
る
出
力
は
ほ
と
ん
と
な
か
っ
た
と
い
、
つ
こ
と
に
な
ろ
う
コ
し
た
が
っ

て
、
個
人
の
福
利

(di--E戸
田
)
は
、
ほ
と
ん
ど
が
家
族
援
助
、
市
坊
で
{
疋
め
ら
れ
た
賃
金
、
そ
し
て
外
国
の
放
済
援
助
に
頼
る
は
か
な
か
っ

た
の
で
あ
る
c

一
九
六
O
年
刊
月
に
学
生
た
ち
の
大
規
模
な
運
動
を
き
っ
か
け
と
し
た
川
・

一
九
草
命
に
よ
り
、
宇
承
晩
政
権
は
崩
壊
、
九
六
一
T
4
・

六
革
命
に
よ
っ
て
朴
d
照
政
権
が
誕
止
す
る
こ
と
に
な
る
。

jt;，土58(1-66)6f:



朴
政
権
は
、
そ
の
正
ψ
l
件
を
、
経
済
的
な
側
山
か
ら
訓
達
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
こ
の
政
権
の
キ
ヤ
ブ
チ
・
フ
レ
ー
ズ
は
「
経
消
的
自
足

F
M〕

性
と
繁
栄
」
と
さ
れ
、
ク
ー
デ
タ
ー
直
後
の
演
説
で
も
、
経
済
的
側
面
か
ら
口
ら
の
行
助
を

d
当
化
し
て
い
た
。
朴
大
続
税
は
当
時
、
十
品
了

承
吻
政
権
に
お
け
る
政
治
的
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
排
除
し
、
政
治
的
「
川
町
化
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」
を
促
進
し
、
中
央
集
権
的
な
「
国
家
再
定
最
高

会
議
」
を
成
I

止
さ
せ
る
じ

一
九
六
川
年
第
二
共
和
凶
の
成
I

止
に
伴
い
、
新
し
い
政
治
構
込
を
帯
び
る
こ
と
と
な
る
が
、

し
か
し
行
政
府
の
高

民
な
独
立
性
は
、
依
然
と
し
て
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
政
治
権
力
の
集
梓
に
よ
り
、
経
済
的
行
僚
政
治
と
新
た
な
因
不
・
企
業
関

係
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
コ

具
体
的
に
は
、
経
済
党
展
を
効
半
的
に
促
進
す
る
た
め
に
、
政
府
組
織
を
八
十
山
的
に
内
構
築
し
、
新
た
に
「
経
済
企
-
山
院
」
、
財
務
部
、

通
商
崖
業
部
を
設
置
し
た
c

こ
の
経
済
企
両
院
が
、
制
官
同
に
お
け
る
経
州
開
発
展
を
促
進
す
る
上
で
重
安
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
は
、
広
く

金ι巾政権における「現代イじ」と社会政策 (2) 

知
ら
れ
て
い
る
事
実
で
あ
る
つ
だ
が
、
こ
う
い
っ
た
経
済
行
僚
の
支
配
下
に
お
け
る
社
会
政
策
は
、
日
出
U
J凶
発
展
の
副
産
物
と
し
か
思
わ
れ
て

い
な
く
、
「
発
展
を
優
先
」
す
る
政
策
決
定
過
程
が
支
配
的
で
あ
っ
た
υ

ま
た
、
企
業
・
政
府
間
に
お
け
る
新
た
な
関
係
が
成
寸
し
て
く
る
吋
代
で
あ
る
。
李
承
晩
政
権
に
お
い
て
特
恵
を
与
え
ら
れ
た
企
業
の
経

営
者
な
ど
に
散
し
い
措
世
が
卜
さ
れ
、
全
出
的
な
「
沼
化
」
が
行
わ
れ
た
c

だ
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
朴
政
権
が
企
業
と
の
関
係
か
ら
迭
さ

か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
ハ

0
年
代
に
お
け
る
輸
出
志
向
型
の
政
策
の
下
で
は
、
同
家
と
企
業
の
関
係
は
よ
り
密
按
に
な
っ
て

い
っ
た
。
例
え
ば
、
こ
の
時
期
の
政
府
は
、
園
内
・
海
外
資
本
の
配
給
を
完
全
に
支
配
し
て
い
た
た
め
、
企
業
は
今
ま
で
以
上
に
国
家
に
頼

る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
輸
出
促
進
政
策
は
、
凶
家
指
導
刑
の
国
家
・
企
業
関
係
を
強
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
前
政
権

戸川巴

が
個
人
的
か
つ
共
謀
的
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
朴
政
権
に
お
け
る
関
係
は
、
よ
り
形
式
化
さ
れ
た
関
係
で
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
c

こ
う
い
っ
た
関
係
は
、
韓
国
に
お
け
る
財
閥
の
問
現
に
も
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。

他
ん
で
、
労
働
組
合
に
つ
い
て
は
、
「
韓
国
労
働
組
合
総
連
盟
」
と
い
っ
た
単
一
の
労
働
組
合
を
結
成
し
た
が
、
こ
の
組
織
は
、
賃
金
交

北法58U .¥ii) 67 
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沙
や
政
府
の
政
依
を
執
行
す
る
と
い
っ
た
機
能
し
か
持
ち
得
な
か
っ
た
っ
ま
た
、
韓
同
労
総
は
、
国
家
に
よ
る
コ
ー
ポ
ラ
テ
f
ス
1
的
な

戸山一

労
働
者
の
文
配
を

U
的
と
し
た
こ
と
も
い
え
る
。

ー込
i師

「
党
民
優
先
」

の
傾
向
と
、
国
家
・
企
業
関
係
の
強
化
が
際
?
札
つ
中
、

以
上
の
よ
う
に
、
六

0
年
代
に
お
い
て
は
、
経
済
官
僚
の

、A

迫、、

1
v

」川付、
JTハd

る
社
会
政
策
が
導
入
さ
れ
た
の
か
c

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
少
し
検
討
し
た
い
ι

一
牡
会
政
策
の
導
入

卜
記
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
韓
国
に
お
い
て
、
資
本
の
蕃
積
に
山
け
て
産
業
資
本
が
動
き
だ
し
、
他
卜
力
で
社
会
政
策
が
政
府
の
政
策
ア
ジ
ヱ

ン
ダ
に
ハ
旦
場
し
た
の
は
、

一
九
六

0
年
代
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
c

こ
れ
を
山
本
俄
す
る
か
の
よ
う
に
、

一
九
六
一
年
刈
H
の
演
説
で
朴
大

統
領
は
、
次
の
よ
う
に
述
、
へ
た
の
で
あ
る
。
「
社
会
扶
助
と
社
会
保
険
を
某
燃
と
す
る
社
会
保
障
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

犯

の
人
々
の
生
活
の
質
の
向
上
と
、
価
祉
社
会
を
成
立
す
る
こ
と
に
我
々
は
尽
力
す
る
」
υ

そ
の
彼
、
朴
大
統
訟
が
、
保
健
社
会
部
内
に
社
会

保
附
制
度
審
議
委
員
会
を
設
置
し
、
こ
の
委
員
会
が
、
幹
国
に
お
け
る
社
会
保
障
制
度
成
?
止
の
た
め
に
重
要
な
役
割
を
来
た
し
た
こ
と
は
、

多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
c

こ
の
委
口
会
は
、

九
六
二
作
七
月
に
、
韓
国
に
お
け
る
社
会
福
祉
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
立
系

を
子
が
け
、
そ
の
後
、
次
の
よ
う
な
い
つ
か
の
法
律
が
制
定
さ
れ
た
。
(
二
社
会
保
障
に
関
す
る
法
律
(
一
九
六
二
年
二

(
一
)
産
業
災

害
補
償
法

(

九
f

ハ
一
年
)

(
一
)
医
療
保
険
法
二
九
六
二
年
)
、

お
け
る
こ
う
し
た
連
の
法
律
が
制
ど
さ
れ
て
も
、
夫
施
さ
れ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
ほ
ん
の
部
で
あ
っ
た
、
実
施
さ
れ
た
の
は
、

(
凶
)
軍
人
引
金
法
二
九
六
一
年
て
し
か
し
、
7

ハ
0
年
代
初
頭
に

年
の
平
人
年
金
、

一
九
六
石
年
の
試
行
的
供
療
保
険

九
ハ
九
年
社
会
扶
助
を
合
む
祈
会
保
護
な
と
で

九
ハ
四
咋
の
産
業
災
害
補
償
、

ふ
め
つ
れ
~
。

で
は
、
な
ぜ
朴
政
砲
は
、
比
較
的
短
時
間
に
お
い
て
、
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
社
会
保
防
関
連
法
を
制
'
疋
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
コ
そ
の
理
山
は
、

jt;，土58(l・(8)68
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問
者
。
ロ
や
回
目
が
主
張
す
る
「
政
治
的
正
当
性
の
道
具
」
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
υ

た
と
え
ば
、
朴
大
統
領
は
、

年
の
演
説
で
「
我
々
は
、
い
ま
ま
で
実
現
し
な
か
っ
た
が
、
強
力
な
執
行
能
力
を
も
っ
ー
他
判
国
家
の
胤
律
を
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
っ

一%一

し
た
が
っ
て
、
利
用
保
健
と
産
業
災
市
計
保
障
保
険
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
に
す
る
」
ー
と
述
、
べ
て
い
る
。
朴
大
統
領
は
、
一
九
?
八
二
年
一
心

月
の
選
挙
に
向
け
て
、
自
ら
の
正
当
牲
を
小
す
た
め
に
、
演
説
で
は
明
確
に
「
社
会
福
祉
」
の
関
心
を
明
確
に
示
し
て
い
た
c

し
か
し
、
こ

rMm 

G
D
P
の
一
括
に
し
か
雫
ら
な
か
っ
た
こ
と
も
ま
た
、
耐
性
訟
で
き
る
の
で
あ
る
υ

一
九
六
二
年
新

の
時
期
に
お
け
る
社
会
保
障
の
た
め
の
政
府
支
問
は
、

仏
国
市
一
日
即

相
政
岨
政
権
期

金ι巾政権における「現代イじ」と社会政策 (2) 

背
景

や
は
り
経
済
発
展
に
有
益
で
あ
る
こ
と
と
い
う
文
脈
で

虻
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
時
間
、
韓
国
は
民
業
社
会
か
ら
γ
ム
業
社
会
へ
の
移
行
問
で
も
あ
り
、
急
速
な
都
?
山
化
が
進
ん
で
い
た
。
し
た
が
っ

こ
の
時
期
の
緯
国
経
済
は
、
急
成
長
を
遂
げ
て
い
た
が
、
社
会
政
策
の
凶
で
は
、

て
、
経
済
発
民
や
T
L
業
化
の
利
益
は
、
都
市
部
を
中
心
に
分
配
さ
れ
、
そ
の
た
め
郁
山
農
村
間
の
所
得
格
茅
が
拡
大
し
、
農
村
に
い
る
人
々

は
、
大
景
に
都
市
へ
と
流
入
し
た
の
で
あ
る
υ

ま
た
、
急
速
な
一
業
化
に
伴
い
、
労
働
背
の
人
格
や
付
利
が
、
多
く
犠
牲
に
さ
れ
た
時
期
で

の
統
計
に
よ
る
と
、

一
九
七

0
年
代
に
お
け
る
製
造
業
の
労
働
者
の
労
働

(向、

有
一
カ
国
の
う
ち
、
韓
凶
の
労
働
高
は
、
最
も
長
時
間
で
ム
四
時
間
労
働
し
て
い
た
と
党
哀
し
、
労
働
中
の

mm~ 

事
以
に
関
し
て
も
、
干
均
し
て

0
0
0
人
中
川
・
七
一
人
と
い
う
数
字
を
示
し
て
い
た
じ

ー
も
み
の
っ
た
っ

戸
戸
】
丹
魚
川
門
戸

E
C
C
ロ
p
-
「
P
F
C
H
1
0
2
h
p
ロE
m
w
t
o
H】

(
I
L
O
)
 

時
間
を
ま
と
め
た
ー
と
こ
ろ
、
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政
治
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
こ
の
時
期
韓
川
は
よ
り
強
力
な
権
威
主
義
体
制
に
移
行
し
た
と
い
え
る
つ
朴
大
統
領
は
、
七
心
作
代
に
入
る
と

「
維
新
憲
法
」
と
打
ち
出
し
、
さ
ら
に

い
く
つ
か
の
大
統
組
緊
急
措
情
を
公
布
し
た
の
で
あ
る
つ
こ
こ
で
は
、
な
ぜ
緯
凶
が
こ
の
時
期
権
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威
主
義
体
制
に
移
行
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
を
問
う
こ
と
は
、
本
稿
の
本
題
に
直
終
的
に
関
わ
ら
な
い
の
で
そ
れ
に
つ
い
て
は
一
議
論
は
せ

ー込
i師

ず
、
こ
こ
で
は
、
こ
の
権
威
、
土
義
休
制
の
移
行
が
幹
固
に
も
た
ら
し
た
経
済
的
・
社
会
的
影
響
を
、
よ
り
具
体
的
に
兄
て
い
く
こ
と
に
す
る
υ

七
0
年
代
に
入
る
と
、
朴
大
統
領
は
、
六

O
汁
代
よ
り
も
い
っ
そ
う
経
済
発
展
に
積
械
的
に
関
わ
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
c

ヒ
の
汁
代
初

期
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
外
交
政
取
の
変
化
に
よ
っ
て
、
冷
戦
期
に
お
け
る
韓
国
の
安
全
保
障
面
の
安
定
的
な
立
場
が
脅
か
さ
れ
る
と
朴
大

統
領
は
訟
識
し
、
ま
た
、
そ
の
結
巣
、
防
衛
関
係
に
資
源
を
割
き
、
重
工
・
科
学
業
化
に
ハ
バ
を
い
れ
て
い
く
の
で
あ
る
つ
朴
大
統
領
は
、

自
ら
が
先
頭
に
立
ち
、
重
土
科
学
業
の
発
展
を
促
進
し
た
コ
ま
た
、
こ
の
重
ア
し
科
学
業
の
発
展
を
促
す
た
め
、
政
府
は
、
特
定
の
財
閥
に
特

別
な
優
遇
措
情
を
と
り
、
政
府
と
財
閥
の
聞
に
は
併
援
な
関
係
が
形
成
さ
れ
た
c

川
時
に
、
労
働
者
や
労
働
叶
体
は
政
策
決
定
過
程
か
ら
除

外
さ
れ
、
労
働
組
合
の
出
動
は
法
的
に
は
保
一
証
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
集
団
交
渉
権
は
、
政
府
に
よ
っ
て
抑
圧
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
c

で
は
、
こ
う
い
っ
た
政
治
的
・
経
済
的
背
景
の
中
で
、
社
会
保
障
は
と
の
よ
う
な
状
川
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

一
什
会
政
策
の
拡
大

制
大
統
領
は

一
九
ヒ
一
年
一
月
利
年
の
記
者
会
見
で
、
突
然
国
民
年
金
計
-
山
の
導
入
を
発
表
し
、
こ
う
述
べ
た
c

「
一
九
ヒ
四
年
か
ら

国
民
年
金
計
画
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
政
府
は
、
出
職
し
た
人
た
ち
に
高
齢
苫
年
金
を
、
障
害
者
の
人
々
に
障
合
年
金
を
、

年
余
を
供
給
さ
れ
る
人
の
家
族
に
配
偶
者
年
余
を
供
給
す
る
こ
と
に
す
る
」
。
そ
し
て
、

そ
し
て

一
九
七
二
年

一
月
仁

H
に
国
民
年
金
法
が
成
立

九
七
日
午
ま
で
施
行
き
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
c

し
か
し
、
こ
の
先
進
的
な
?
V
法
に
も
関
わ
ら
ず
、
同
長
年
金
法
が
実
際
に
執
行
さ
れ

た
の
は
、
そ
の
一
四
午
後
の
一
九
八
八
年
で
あ
っ
た
c

そ
の
一
義
的
原
因
は
第
一
次
オ
イ
ル
・
シ
ョ
ッ
ク
で
あ
り
、
朴
大
統
領
は
一
九
ヒ
川

し年
一
月
の
緊
急
情
置
一
号
に
よ
っ
て
、
国
民
年
金
次
執
行
を
一
年
間
延
期
し
た
の
で
あ
る
が
、
結
局
そ
れ
が
虹
期
限
に
延
長
さ
れ
た
の
で
あ

る。
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い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
一
九
七
一
年
の
川
民
す
金
法
は
、
以
下
の
一

τ白
川
に
お
い
て
、
韓
国
の
凶
民
年
に
お
け
る
甘
柄
本
的
制
度
設
定
を
確
立

し
た
と
言
え
る
υ

第
一
に
、
川
民
年
金
法
は
、
社
会
保
険
モ
デ
ル

(
5
2
M
L
E
E
Eロ
E
H
E号
-
)
を
採
用
し
て
い
る
た
め
、
凶
民
年
金
プ
ロ

グ
ラ
ム
が
宮
の
再
分
配
に

H
献
す
る
こ
と
は
岡
野
で
あ
ろ
う
。
こ
の
川
民
汁
八
市
法
は
、
む
し
ろ
個
人
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
に
は
一
っ
て
、
所
得

を
提
供
す
る
も
の
で
あ
っ
た
c

第
二
に
、
こ
の
同
氏
午
金
訟
は
、
子
賞
フ
ァ
ン
デ
ィ
グ
シ
ス
テ
ム
形
式
で
、
例
人
が
払
っ
た
分
が
、
送
職

後
に
そ
の
個
人
に
支
払
わ
れ
る
と
い
う
ン
ス
テ
ム
に
な
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
年
金
制
度
は
、
社
会
保
障
と
い
う
よ
り
は
、
仙
人
が
似

障
す
る
制
度
に
な
っ
て
い
る
c

第
一
に
、
川
氏
年
余
の
財
源
は
、

早
い
主
と
従
業
員
両
ん
が
支
払
う
仕
組
み

(円

E
3
己
、
ま
た
は

月
あ
た
り
九

0
0
ウ
ォ
ン
を
よ
弘
、
っ
引
組
み
と
な
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
政
府
は
財
政
的
な
負
担
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
の
で
あ
る
「

次

一
九
六
一
作
に
成
立
し
た
が
療
保
険
法
は
、

一
九
七
ヒ
午
に
社
会
保
障
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
一
貫
で
あ
る
医
療
保
険
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し

金ι巾政権における「現代イじ」と社会政策 (2) 

て
右
効
に
な
っ
た
υ

医
療
保
険
法
の
規
定
で
は
、

一
一
積
類
の
保
障
が
あ
っ
た
υ

第
に
、

ム
0
0人
以
上
の
従
業
員
が
い
る
企
業
の
人
と
そ

そ
し
て
農
十
ー
な
ど
に
適
用
さ
れ
る

の
配
偶
者
に
、
血
用
き
れ
る
叶
t
t
E
H

、
そ
し
て
、

五
C
C人
以
十
の
従
業
只
が
い
る
企
業
、
白
伝
染
、

3
J〕
何
回
が
あ
っ
た
。
だ
が
、
実
際
、
多
く
の
人
々
は
保
険
制
川
一
か
高
く
支
払
え
な
か
っ
た
た
め
、

rm一

四
・
苛
%
の
人
々
に
し
か
医
鮒
保
険
が
適
用
さ
れ
て
な
か
っ
た
c

こ
の
た
め
、

九
七
七
汗
の
段
階
で
は
、
全
人
口
の

。
。
人
以
卜
の
従
来
日
が
い
る

九
七
九
午
七
月
に

企
業
に
も
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
国
民
医
療
保
険
シ
ス
テ
ム
に
も
、
幾
つ
か
の
重
安
な
特
微
が
あ
る
。
第
一
に
、
初
期
の
段
階
で

4
0
0人
以
上
の
従
業
員
が
い
る
企

楽
に
し
か
適
用
さ
れ
な
か
っ
一
た
た
め
、
医
療
叶

l
ピ
ス
の
使
用
に
小
平
等
が
生
じ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
医
僚
保
険
で
保
障
さ

れ
て
い
な
い
人
た
ち
は
、
医
療
費
が
支
払
え
な
い
だ
け
で
な
く
病
気
へ
の
リ
ス
ク
も
高
く
な
っ
た
c

し
た
が
っ
て
、
医
療
保
険
の
導
入
は
、

排
他
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
第
一
に

ヘ
ル
ス
ケ
ア
に
関
し
て
、
国
家
は
限
定
的
な
役
討
を
担
い
、

ケ
ア
の
提
供
者
と
い
う
よ
り

は
、
調
整
す
る
側
と
な
っ
て
い
る
。
社
会
保
険
モ
デ
ル
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
川
家
は
則
政
的
な
負
析
を
最
小
限
に
す
る
こ
と
が
で ケ

北法58(1-71)71



"見

き
た
の
で
あ
る
。

ー込
i師

門
前
役
に
、
政
肘
の
社
会
支
山
刊
を
兄
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
七
心
午
代
に
お
け
る
社
会
之
出
を
見
て
み
る
と
、
そ
の
七
割
弱
が
教
育
に
使
わ

一日一

れ
て
い
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
重
工
・
科
学
業
化
を
進
め
て
い
く
た
め
の
専
門
家
育
成
を
円
的
と
し
て
い
た
と
比
測
で
き
る
。
他
方
、

一
一
割
程
度
に
留
ま
っ
て
い
る
c

こ
の
時
期
の
社
会
1
4
山
川
を
み
て
み
る
と
、
国
民
年
金
法
や
医
療
保
険
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
導

社
会
保
障
費
は

入
さ
れ
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
樟
凶
に
お
け
る
社
会
保
障
ン
ス
テ
ム
は
、
残
余
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
訟
で
き
る
の
で
あ
る
υ

で
は
、
な
ぜ
朴
大
統
領
は
、
同
民
年
金
や
医
味
保
険
を
導
入
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
六

0
年
代
同
様
、
七
心
年
代
に
お
い
て
も
、

正
当
性
の
問
題
に
関
わ
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
ヒ
ロ
年
代
初
頭
に
お
け
る
維
新
体
制
下
で
は
、
朴
大
統
領
の
権
威
、
五
弱
体
制
を
非

難
す
る
団
体
も
多
く
、
学
生
運
肋
を
含
む
多
く
の
社
会
運
動
が
展
開
さ
れ
て
い
た
仁
そ
の
た
め
、
日
ら
の
維
新
体
制
の
正
吋
件
を
維
持
す
る

ー
ハ
ロ
年
代
、
七

0
年
代
は
、
経
済
発
展
や
工

業
化
が
優
先
さ
れ
て
い
た
た
め
、
社
会
福
祉
は
残
余
的
な
も
の
と
き
れ
、
政
府
の
負
担
が
最
小
限
に
斜
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
経
凶
発

た
め
に
、
社
会
福
付
の
ス
ロ
ー
ヵ
ン
を
打
ち
出
す
、
必
要
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、

展
や
一
業
化
を
促
進
す
る
た
め
の
社
会
支
出
(
教
育
)
が
多
い
こ
と
か
ら
も
、
社
会
保
障
は
経
済
発
展
に
責
献
し
、
ま
た
政
府
負
担
が
最
小

限
に
辞
め
る
よ
う
な
か
た
ち
で
導
入
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
碓
訟
す
る
こ
と
が
で
き
る
c

第
一
節

八
十
守
的
成
政
権
期
か
ら
臓
泰
愚
政
権
期
へ

北
岡
山
且
一
尽

一
九
七
九
年
朴
大
統
領
町
殺
に
よ
っ
て
、
維
新
体
制
は
祉
を
閉
じ
た
。
そ
の
後
、

八
一
年
に
は
、
新
た
に
ふ
工
斗
燥
大
統
領
の
権
威
主
義
体

制
が
成
立
す
る
が
、
八
十
政
権
に
対
す
る
川
倒
的
な
反
発
と
批
判
は
、
強
力
な
民
、
土
化
運
動
へ
と
禿
民
し
、

八
八
午
の
虚
政
権
の
肝
心
場
に
よ
っ

jt;，土58(1-72)72



て
、
は
じ
め
て
の
民
主
七
義
的
な
政
梓
『
父
代
が
実
現
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
全
政
権
と
属
政
権
に
お
け
る
経
消
政
策
は
朴
大
統
領
の

打
ち
出
し
た
も
の
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
安
ど
化
・
白
山
化
の
傾
向
が
あ
っ
た
と
特
徴
付
け
ら
れ
る
。

七

0
年
代
の
重
化
山
中
一
千
1
w常
化
に
伴
い

幹
国
経
済
に
お
け
る
一
業
化
が
定
着
し
、

% 

も
i首
b日
年裂
に、I

いr1trd円
お
け
る
重
イヒ
守て
よ
需

の
占
め
る
古リ
メ斗
ロ

は

ヒ
つ
年
に
川

八
%
だ
っ
た
も
の
が
、
八
一
年
に
は

労
働
集
中
型
崖
業
か
ら
重

五
四

慢
国
経
済
は

化
学
一
業
型
産
業
へ
と
変
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
七

0
年
代
末
、
樺
凶
は
深
刻
な
経
済
状
況
に
陥
っ
て
い
た
。

ら
一
九
七
八
ま
で
に
年
間
平
均
O
%
の

G
X
P
成
長
を
見
せ
て
い
た
が
、
一
九
七
九
年
か
ら
八
年
に
は
、
二
%
ま
で
に
急
落
し
て
し
ま
っ

6
J
 

f
h代
、

た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
阜
気
絞
退
は
、
第
二
次
オ
イ
ル
・
シ
ヨ

y
ク
が
原
因
で
も
あ
る
が
、
よ
り
根
本
的
な
原
同
は
、

一
九
ハ
二
年
か

九
ヒ
ロ
午

金ι巾政権における「現代イじ」と社会政策 (2) 

代
に
お
け
る
重
化
学
の
発
民
の
あ
り
i

刀
、
ま
た
そ
こ
に
お
け
る
と
政
府
と
財
閥
聞
の
密
按
な
関
係
に
あ
る
c

こ
の
時
期
、
耕
国
の
経
済
は
、

世
界
経
済
の
変
動
に
と
て
も
影
響
さ
れ
や
す
い
状
況
に
あ
っ
た
。
そ
の
理
山
の
第
は
、
韓
国
主
士
業
の
ち
土
な
財
源
が
、
外
国
か
ら
の
借
款

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
υ

第
一
は
、
政
府
か
ら
の
優
遇
桁
置
の
結
果
、
重
化
学
で
業
は
、
過
剰
能
力
の
問
題
を
抱
え
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
優
遇
措
置
の
結
果
ー
と
し
て
財
閥
が
成
長
し
、
そ
の
影
響
ん
が
拡
大
し
た
と
い
う
問
題
も
看
過
で
き
な
い
c

そ
し
て
、
こ
の
士
業
化
の

結
果
、
都
市
と
農
村
に
お
け
る
貧
富
の
格
尤
と
い
っ
た
朴
会
問
題
も
牛
じ
た
の
で
あ
る
c

八
口
一
作
代
後
半
、
緯
凶
は
民
王
化
を
経
て
、
民
↓
丁
、
土
義
と
い
う
い
引
し
い
政
治
体
制
へ
の
転
換
を
経
験
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
時
代
は
、

九

八

O

年

五

月

七

H
全
大
統
領
の
ク
ー
デ
タ
ー
で
来
が
附
く
。
だ
が
、

の
ク
ー
デ
タ
ー
が
民
主
化
の
幕
開
け
を
直
按
的
に
-
小
し
た
わ
け

で
は
な
い
。
こ
の
ク
ー
デ
タ
ー
は
、
直
後
に
全
同
に
戒
厳
令
を
公
布
し
、
す
べ
て
の
政
治
活
動
を
抑
圧
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
象
徹
す
る

か
の
よ
う
に
、
同
じ
時
期
に
光
州
事
件
が
お
き
、
多
く
の
光
州
性
民
が
命
を
務
と
す
こ
と
に
な
っ
た
c

そ
し
て
、

一
九
八
つ
午
九
月
、
全
が

大
統
領
に
就
任
、
そ
の
ふ
工
政
権
は
、
梓
威
ふ
T
義
体
制
を
維
持
す
る
形
で
政
権
を
耐
性
i

げ
し
、
韓
国
の
人
々
の
民
↓
丁
化
へ
の
蜘
い
は
、
ま
た
川
わ

な
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
υ

し
か
し
、
こ
の
時
期
に
野
党
で
あ
っ
た
新
韓
国
民
主
党
代
表
の
令
大
巾
や
金
泳
一
万
政
治
活
動
、

そ
し
て

北法58(1-73)73
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民
衆
の
民
主
化
運
動
は
、
い
っ
そ
う
勢
い
を
増
し
た
の
で
あ
る
、
そ
の
粕
来
、
一
九
八
七
年
六
月
一
九
日
、
全
大
統
領
の
後
任
者
で
あ
っ
た

虚
泰
愚
大
統
領
の
「
六
・
二
九
民
、
土
化
宣
一
円
」
に
よ
っ
て
、
神
国
で
民
主
化
が
実
現
し
た
の
で
あ
る
υ

韓
国
に
お
け
る
政
治
体
制
の
転
扱
は
、

ー込
i師

政
治
参
加
を
求
め
る
人
々
の
社
会
的
要
求
ー
と
、

そ
れ
を
受
行
す
る
政
治
エ
ワ

l
ト
が
有
在
し
た
か
ら
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
c

hm
肝
済
而
で
は
、
ヒ

0
年
代
末
の
経
済
徒
退
か
ら
韓
国
を
脱
出
さ
せ
る
べ
く
、
八
十
大
統
領
は
、
経
消
の
安
定
化
と
白
同
化
を
打
ち
出
す
の
で

jt;，土58(1-74)74

ア
ン
チ
・
イ
ン
フ
レ
を
強
調
し
た
経
済
公
定
化
政
策
を
提
案
し
、
ま
た
腐
敗
、
公
共
性
の
欠
如
、
イ
ン
フ
レ
と
い
い

「
社
会
の
一
大
州
弾
」
を
排
除
す
る
「
社
会
の
浄
化
」
を
提
案
し
た
υ

そ
し
て
、
経
済
の
安
定
化
を
阿
る
た
め
に
、
①
政
府

f
算
を
減
ら

す
な
ど
厳
し
く
し
、
②
通
貨
の
成
長
の
た
め
為
梓
の
レ

l
ト
を
制
限
し
、
そ
し
て
、
長
賃
余
の
伯
上
げ
を
抑
制
す
る
と
い
っ
た
二
つ
の
方
策

を
導

入
し
た
じ
経
済
の
安
定
化
は
、
そ
の
後
の
虚
政
権
に
も
引
き
継
が
れ
る
の
だ
が
、
民
占
丁
化
後
成
立
し
た
虚
政
権
に
は
、
相
祉
関
係
の

社
会
支
出
を
増
加
す
る
べ
き
だ
と
い
う
社
会
的
要
求
、
そ
し
て
賃
金
値
上
げ
を
求
め
る
労
働
組
台
の
安
求
な
と
か
ら
、
こ
う
し
た
一
連
の
安

戸川、

疋
化
政
策
は
、
失
敗
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
他
方
、
〈
土
・
尉
両
大
統
領
は
、
経
済
の
安
ど
化
と
共
に
経
凶
の
口
由
化
に
も
積
極
的
に
取
り

組
ん
だ
c

具
体
的
に
は
、
金
融
シ
ス
テ
ム
の
規
制
緩
和
の
促
進
な
と
が
あ
り
、
こ
の
一
環
ー
と
し
て
、
産
業
銀
行
の
民
け
朽
化
が
実
施
さ
れ
た
が
、

そ
の
大
部
分
の
株
主
は
政
府
白
身
で
あ
っ
た
た
め
、
民
常
化
し
て
も
、
政
府
の
ー
ベ
配
は
依
然
と
し
て
強
い
も
の
で
あ
っ
た
c

ま
た
、
輸
入

あ
る
o
A
+
大
統
訟
は
、

下に
げ閑
らし
れて
た白
のfI1
で化
あを
つ r 図
た111り

一
九
八
一
年
の
平
均
関
税
が
二
二
・
じ
何
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、

九

九

干

に

は

四
%
に
ま
で
引
き

一
九
八

0
年
代
前

T
、

社
会
保
障
に
関
す
る
阿
期
的
な
政
策
が
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
後
半
に
な
る
と
国
民
医
療
保
険
、
国
民
年
金
な
ど
が
打
ち
出
き

一
平
事
政
権
か
ら
民
主
化
へ
・
社
会
政
策
の
改
革

八
口
作
代
後
半
は
、
民
主
化
と
共
に
、
社
会
保
障
シ
ス
テ
ム
構
染
へ
の
大
き
な
歩
が
刻
ま
れ
た
時
期
で
あ
る
つ



れ
た
の
で
あ
る
。

一
九
八
ヒ
年
に
は
、
既
に
同
民
の
五
0
・
一
%
が
医
娠
保
険
で
カ
バ
ー
さ
れ
て
い
た
が
、

一
九
八
九
年
七
月
に

そ
れ
が
都
市
部
の
日

営
業
の
人
々
に
ま
で
適
川
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
初
め
て
国
民
医
療
保
険
制
皮
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
凶
民
川
区
山
町
保
険
は
、

一
つ
に
分

け
ら
れ
て
い
る
c

ま
ず
、

-
極
が
「
職
場
住
民
山
保
険
」
、

川
種
が
「
公
務
員
私
立
学
校
の
教
員
住
療
保
険
」

E
積
が
「
地
域
医
療
保
険
」
、

で
あ
る
。
こ
の
医
僚
保
険
の
財
源
は
、
人
々
が
納
め
た
保
険
料
と
固
か
ら
の
補
助
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
人
々
の
保
険
料
に
は
、
差
異
が
あ

日
取
用
+
ー
の
保
険
料
は
自
ら
が
一
0
0
%
を
負
い
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の

保
険
料
は
、
細
合
に
よ
っ
て
月
給
の
一
八
%
の
問
で
相
違
が
あ
っ
た
c

そ
れ
に
対

L
E
種
は
、
五
心
%
が
政
府
負
担
、
五
ひ
%
が
個
人

り、

I
積
で
は
、
従
業
只
が
一
一
雇
用
、
土
と
五
O
%
ず
つ
負
組

L
、

負
担
と
な
っ
て
い
た
が
、
そ
の
保
険
料
は

刊
仙
の
所
初
、
凶
{
疋
財
産
、
扶
美
家
族
の
数
に
よ
っ
て
、
金
魚
が
{
止
め
ら
れ
て
い
た
c

そ
し

金ι巾政権における「現代イじ」と社会政策 (2) 

て、

E
積
で
は
、
公
務
只
の
旧
制
ム
円
、
政
府
が
4
0
%
負
担
、
個
人
が
五
〈
〉
%
負
担
し
、
私
I

止
学
校
の
教
員
は
、

。
%
が
一
一
堰
川
王
科
目
伊
、
そ
し
て
4
0
%
が
個
人
の
負
担
に
な
っ
て
い
た
っ
こ
の
皆
以
内
娠
保
険
の
管
理
体
系
は
、
最
終
的
に
は
政
府
の
負
伊
が

一
一
O
%
が
政
府
の
負
担
、

最
小
限
に
押
さ
え
ら
れ
る
組
合
方
式
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
興
味
深
い
の
は
、

そ
こ
に
主
る
ま
で
の
医
命
保
険
管
理
連
常
体
制
論
?
と
い
う

統
合
論
争
で
あ
ろ
う
c

こ
の
論
争
で
は
、
伝
統
保
険
制
度
の
管
理
運
営
を
従
米
の
組
合

h
式
に
す
る
か
、
人
土
一
同
二
冗
化
と
す
る
か
が
争
点
に

な
り
、

{
H
僚
、
学
者
、
社
会
団
体
な
ど
が
参
加
し
た
、
激
し
い
論
争
と
運
動
が
生
じ
た
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
論
争
の
詳
細
に
つ
い
て
記
述

す
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
こ
の
論
予
が
象
徽
点
に
つ
い
て
は
指
摘
し
て
お
き
た
い
)
そ
れ
は
、
八
0
年
代
に
お
け
る
社
会
福
祉
制
反
の
改
善

が
、
政
府
の
政
策
に
対
す
る
市
民
の
異
議
申
し
立
て
に
某
づ
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
c

民
主
化
の
波
は
、
什
会
福
相
・
保
健
に
も
影

響
を
及
ぼ
し
て
い
た
の
で
あ
る
じ

次
に
国
民
年
金
制
度
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
よ
う
に

九
七
一
年
の
同
民
作
金
法
か
ら
一
4
年
を
経
て
、

八
八
年
に
凶
民
年
金
が
成
立

し
た
ロ
国
民
年
金
は
、
中
初
一
O
人
以
上
の
従
業
只
が
い
る
会
社
に
適
用
さ
れ
た
の
だ
が
、
九
一
年
に
は
そ
れ
が
五
人
以
上
と
な
っ
た
υ

し

北法58(1-75)7;;



"見

か
し
、
国
民
年
金
の
導
入
に
も
関
わ
ら
ず
、

の
う
ち
二
三
%
に
し
か
い
た
ら
な
か
っ
た
っ
年
金
保
険
料
は
、

九
九
二
年
ま
で
の
段
階
で
、
年
金
で
保
障
さ
れ
て
い
た
比
不
は

一
五
段
以
上
の
労
働
人
口

jt;，土58(1-76)76

一
九
九
二
年
ま
で
に
月
給
の

立
%
を
早
川
土
と
従
業
員
が
平
等
に

ー込
i師

弘
う
引
組
み
に
な
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
年
金
保
険
料
は
、

一
九
九
三
年
か
ら
の
五
年
間
で
は
六
%
に
あ
が
り
、
用
用
十
土
ー
と
従
業
員
が
各
白
一
%

ず
つ
、
そ
し
て
、
残
り
は
、
企
業
の
退
職
金
の
積
占
金

(
2
2
5
4
2
「

2
2
4
w
o
p
-丘
)
か
ら
比
問
、
っ
と
設
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
c

他
方
、
年
金
そ
の
も
の
は
、

一
つ
の
積
類
の
干
金
が
あ
る
。
(
こ

ι齢
年
金
、

(
乙
疾
病
給
利
、

三
二
遺
族
年
金
、

で
あ
る
。
老
齢

年
金
は
、

一
の
年
以
上
保
険
料
を
納
め
て
い
る
六
心
歳
以
上
の
加
入
者
に
よ
払
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
老
齢
年
余
の

支
払
い
は
一
の
ひ
八
年
が
最
初
と
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
年
金
は
、
甘
柄
本
額
と
追
加
績
の
一
つ
の
令
積
を
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
り
、
廿
柄
本
領

は
、
保
佐
加
入
者
全
員
の
平
均
月
給
と
、
保
健
加
人
者
個
人
の
平
均
月
給
で
決
定
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
c

し
た
が
っ
て
、
国
民
年
金
は
、

個
人
の
所
得
を
ベ

l
ス
と
し
た
再
分
配
機
能
付
き
の
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

次
に
、
こ
の
時
期
の
社
会
支
山
刊
を
兄
て
み
る
こ
と
に
す
る
υ

九
一
八
一
年
か
ら
九
九
一
年
ま
で
の
社
会
保
障
分
野
へ
の
支
出
に
つ
い
て
、

そ
の

一
九
九
一
年
に
は
一
凶
・
川
%
に
ま
で
増
大
し
て
い
る
。
し
か
し
、

G
D
P
比
で
観
れ
ば
、

.
一
八
%
し
か
社
会
保
障
ン
ス
テ
ム
に
使
川
し
な
っ
た
こ
と
も
ま
た
確
認
で
き
る
じ
祈
会
保
附
モ
デ
ル
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
こ
の
時
期
の
韓
国
の
社
会
保
障
に
お
い
て
、
政
府
の
負
担
は
最
低
限
に
抑
え
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
つ

九
八
一
年
に
は

七
・
八
%
だ
っ
た
の
が

〈
土
政
権
で
は
、
あ
ま
り
社
会
保
障
シ
ス
テ
ム
は
改
善
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
そ
の
後
の
府
政
権
で
は
、
国
民
医
療
保
険
制
度
や
川
民
年
余
が

実
現
さ
れ
、

fm判
ン
ス
テ
ム
の
制
皮
化
へ
の
大
き
な
歩
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
c

こ
の
医
療
保
険
制
度
や
国
民
年
余
の
実
現
に
刻
し
て
は
、

や
は
り
民
ム
丁
化
の
桜
町
容
が
人
き
い
と
い
え
る
じ
医
師
市
保
険
の
統
ム
門
論
争
か
ら
も
見
、
え
る
よ
う
に
、
下
か
ら
の
圧
力
と
運
動
は
、
政
府
に
よ
っ

て
最
早
抑
制
が
凶
離
な
ほ
ど
に
勢
い
を
増
し
て
い
た
。
七
り
す
代
の
朴
政
権
が
、
政
権
の
正
当
性
維
持
の
た
め
に
制
祉
政
策
を
導
入
し
た
の

に
対
し
、

八
の
汗
代
後
半
の
社
会
保
障
導
入
は
、
そ
の
性
質
が
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。



第
四
節

金
涼
一
政
権
期

背
景

一
九
九
一
年
、
大
統
領
選
挙
に
お
い
て
、
韓
同
で
最
初
の
民
間
人
大
統
領
で
あ
る
金
涼
一
が
心
逃
し
た
c

こ
れ
は
韓
同
政
治
史
上
、
画
期

的
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
心
時
、
韓
国
経
済
は
不
況
に
凡
舛
わ
れ
て
い
た
た
め
、
こ
の
政
権
に
は
景
気
回
復
へ
の
期
待
が
高
ま
っ
た
。
実
際
、

余
泳
二
大
統
領
も
、
新
し
い
経
凶
政
策
を
約
束

L
、
当
初
絶
大
な
主
持
を
得
て
い
た
コ

一
九
九
二
年
、
余
泳
二
政
権
は
「
新
し
い
経
凶
」

ヴ
イ
ジ
ョ
ン
を
体
視
し
た
剥
五
ヵ
年
経
凶
計
四
を
党
表
し
た
。
同
年
六
月
の
こ
l

乙
で
あ
っ
た
。
こ
の
司
問
の
中
で
特
に
強
制
さ
れ
た
の
は
、
「
改

金ι巾政権における「現代イじ」と社会政策 (2) 

草
」
「
規
制
緩
和
」
「
世
界
化
」
で
あ
っ
た
c

個
別
的
に
見
れ
ば
、
「
改
革
」
で
は
「
公
H
な
分
配
に
伴
、
つ
経
済
的
H
義
を
実
現
」
す
る
こ
と
が
、

「
規
制
緩
和
」
で
は
「
強
化
す
る
白
同
化
に
対
応
で
き
る
よ
う
に
韓
国
の
経
済
を
調
整
」
す
る
こ
と
が
、
そ
し
て
「
世
界
化
」
で
は
、
「
ゲ
ロ

l

パ
リ
ゼ

l
シ
ョ
ン
の
傾
向
に
受
行
し
対
泌
す
る
」
こ
と
が
強
制
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
っ

景
気
附
似
を
最
優
先
し
た
金
大
統
領
は
、
財
政
改
日
中
ー
と
令
融
改
日
中
に
取
り
組
み
、
ま
た
肥
大
化
し
て
財
閥
の
再
編
を
試
み
た
。
財
閥
に
つ

、
ご
土
、

し

v
l

卜
位
三

O
位
の
財
閥
に
対
し
て
、
系
列
企
業
を
一
つ
の
業
種
ま
で
一
認
め
、
時
四
り
は
分
離
・
独
I

止
さ
せ
よ
う
と
し
た
c

こ
う
い
っ
た

改
革
は
、
財
間
企
莱
を
倒
産
に
追
い
込
み
、
金
融
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
圧
迫
と
財
閥
の

h
力
で
昔
し
ん
で
い
た
そ
の
他
の
企
業
も
活
気
を
取
り

一
民
す
よ
う
に
な
っ
て
き
た
つ
ま
た
、
余
大
統
領
は
、
当
選
前
か
ら
韓
川
政
治
の
最
大
の
問
題
点
が
「
腐
敗
」
に
あ
る
と
保
信
し
、
つ
ね
に
「
韓

国
政
府
と
什
会
と
い
う

『下
流
ド
か
ら
腐
敗
を
除
去
す
る
た
め
に
は

『上
流
を
き
れ
い
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
』
」
と
主
張
し
て
い
た
「

朴
政
問
…
リ
ん
大
統
領
か
ら
始
ま
っ
た
と
さ
れ
る
収
賄
の
省
慣
は
、
そ
の
後
の
ん
土
叫
す
燥
政
権
、
虚
奈
愚
政
権
則
に
も
見
ら
れ
た
現
象
で
あ
る
じ
特

に
八
土
、
虚
元
大
統
領
が
、
と
も
に
多
額
な
ス
ラ

y
シ
コ
・
フ
ァ
ン
ト
を
蓄
積
し
た
こ
と
は
、
一
九
九
六
年
八
月
二
六
刊
の
裁
判
で
も
山
明
ら
か

で
あ
っ
た
っ
こ
れ
を
受
け
て
、
金
大
統
領
は
、
「
対
腐
敗
掛
情
」
に
積
極
的
取
り
組
ん
だ
っ
具
、
体
的
に
は
「
遺
産
の
公
開
」
、
「
金
融
取
引
に

北法S8U./i)77



"見

お
け
る
実
名
の
使
用
義
務
化
」
、
「
選
挙
に
お
け
る
不
正
行
為
防
止
法
の
制
{
疋
」
、
「
政
府
資
金
規

H
法
」
、
「
地
i

刀
口
治
法
」
、
「
山
界
化
改
草
」

戸
山
〕

な

ど

で

あ

っ

た

。

特

に

、

「

世

界

化

」

に

つ

い

て

、

金

大

統

領

は

、

(
グ
ロ

l
パ
リ
ゼ

l
シ
ョ
ン
の
こ
と
を
韓
凶
で
は
世
界
化
と
称
す
る
)

ー込
i師

九
九
川
年

一
月
イ
ン
ド
ネ
、
ン
ア
で
開
催
さ
れ
た

A
P
E
C
か
ら
帰
国
後
、
そ
れ
を
強
制
し
た
の
だ
っ
た
c
金
大
統
領
に
と
っ
て
、
グ
ロ

l

パ
リ
ゼ

i
、
ン
ヨ
ン
は
、
韓
国
紙
泌
を
、
世
界
経
済
に
う
ま
く
統
台
さ
せ
て
い
く
た
め
の
戦
時
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
c

し
か
し
、
こ
の
グ
ロ

i

パ
リ
ゼ

l
ン
ヨ
シ
は
、
経
済
政
策
だ
け
に
制
ま
ら
ず
、
政
府
の
あ
ら
ゆ
る
政
策
に
対

L
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
「
グ
ロ

l
パ
リ
ゼ

l
シ
ョ

戸
出
〕

ン
は
、
統
治
の
新
し
く
て
全
能
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
道
日
ハ
に
な
っ
た
」
と
い
え
よ
う
。

(mJ 

こ
う
い
っ
た
金
太
統
領
の
財
政
改
革
や
、
腐
敗
除
土
に
関
す
る
積
極
的
な
イ
ニ
ン
ア
テ
ィ
ブ
は
、
多
く
の
国
民
か
ら
の
よ
持
を
何
た
「

ま
た
、
接
川
は

九
九
六
咋
心
月
に

O
E
C
D
の
加
盟
問
と
な
り
、
念
願
の
先
進
川
入
り
を
果
た
し
た
仁

だ
が
、
こ
う
し
た
金
政
権
の
施
策
ヤ
先
進
同
入
り
は
、
必
ず
し
も
積
極
的
に
許
川
幽
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
っ

O
E
C
D
加
問
に
対
し
て
も
、

園
内
に
資
，
h
白
様
論
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
つ
そ
れ
は
、
経
済
協
力
や
金
融
而
で
の
国
際
基
準
の
受
容
に
あ
っ
た
ロ
緯
川
は
、
先
進
川
入
り
と
同

時
に
、
金
融
、
株
式
、
外
国
投
資
、
環
境
、
交
通
、
労
働
の
分
野
で
桜
々
な
義
務
を
国
際
社
会
か
ら
課
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
他
ん
、
同
内
政

人
的
の
面
で
は
、
金
大
統
領
は
「
公
正
な
分
配
に
伴
、
っ
経
済
的
正
義
の
実
現
」
、
「
財
閥
改
草
」
、
「
腐
敗
除
去
」
と
い
う
公
約
を
行
っ
た
が
、
労

使
紛
争
、
そ
し
て
則
闘
に
対
す
る
優
遇
、
「
財
閥
か
ら
の
贈
賄
」
は
絶
え
る
こ
と
が
な
か
っ
た
つ
ま
た
、
輸
出
不
振
や
世
界
市
場
で
の

γ導
体
・

出、

一
九
九
六
年
上
半
期
の
財
政
赤
字
は
九
二

O
万
ド
ル
に
も
よ
っ
た
コ
こ
の
よ
う
な
凶
際
的
出
力
、
そ
し
て

鉄
鋼
何
格
の
低
下
に
よ
っ
て

国
内
政
治
・
経
済
の
諸
問
題
が
、
国
民
の
不
満
を
募
ら
せ
、

そ
れ
は
次
第
に
余
政
権
に
対
す
る
批
判
と
な
っ
て
い
っ
た
。

」
の
よ
う
な
政
治
的
・
経
済
的
不
満
が
拡
大
す
る
中

九
九
七
年
に
慢
宝
(
ハ
ン
ボ
)

グ
ル
ー
プ
不
正
融
資
事
件
が
起
き
た
c

四
位

の
財
閥
に
ま
で
急
成
長
し
た
悼
宝
グ
ル
ー
プ
の
ち
土
h
A
企
業
で
あ
る
鉄
鋼
T
1

業
が
一
九
九
七
年
一
月
一
一
一
日
に
倒
産
し
た
の
だ
が
、
そ
れ
に
伴

へ民〉

い
政
官
民
の
巨
額
不
正
融
資
を
め
ぐ
る
贈
収
賄
事
件
が
露
呈
し
た
の
で
あ
る
コ
緯
宅
グ
ル
ー
プ
は
、
資
金
調
達
の
た
め
大
統
領
周
辺
に
働

jt;，土58(1-78)78



き
か
け
、
韓
国
の
第
一
銀
行
、
明
興
銀
行
、
産
業
銀
打
、
外
投
銀
打
な
と
か
ら
六
ひ
億
ド
ル
と
い
っ
た
巨
額
の
資
金
を
不

H
に
引
き
問
し
た

と
い
、
っ
疑
惑
を
か
け
ら
れ
て
い
た
っ
そ
し
て
、
緯
凶
の
最
高
裁
は
、

一
九
九
ヒ
午
一
月
一
六
け
、
既
に
司
欺
・
贈
賄
な
ど
の
界
に
問
わ
れ

・
二
審
で
懲
役
一
五
汁
の
実
刑
判
円
決
を
、
つ
け
た
グ
ル
ー
プ
総
会
長
、
鄭
引
が
{
寸
被
土
日
l
y
」
山
川
町
の
罪
に
問
わ
れ
た
国
会
議
員
六
人
の
被
告
の

上
古
を
棄
却
し
た
ι

こ
れ
に
よ
り
、
全
被
告
の
有
罪
が
椛
定
、
そ
の
結
果
同
会
談
只
四
名
が
議
只
職
を
失
う
結
米
に
百
十
っ
た
c

こ
の
事
件
と

裁
判
は
、
韓
国
同
民
に
、
政
治
に
対
す
る
不
信
感
を
再
び
時
び
起
こ
し
、
同
民
の
不
満
は
民
占
を
極
め
た
っ

他

h
、
金
政
健
末
期
の
一
九
九
七
年
秋
に
は
、
財
閥
企
業
の
経
営
破
綻
が
相
次
い
だ
。
財
閥
解
休
は
経
済
の
活
性
化
を
促
し
た
而
も
あ
っ

た
が
、
こ
の
段
階
で
は
そ
の
破
綻
が
ウ
ィ
ン
通
貨
と
株
よ
の
い
l

併
を
ね
い
た
。

そ
の
結
果
、

そ
も
そ
も
外
岡
か
ら
の
投
資
に
頼
っ
て
い
た
慢
凶
か
ら
、
海
外
資
金
が
引
き
揚
げ
は
じ
め
た
f

そ
の
た
め
、
外
貨
建
て
の
決

金ι巾政権における「現代イじ」と社会政策 (2) 

治
、
政
務
不
履
打
の
危
機
が
発
生
、
凶
家
的
依
広
J
前
の
状
況
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

一
月
二
日
、
韓
同
政
府
は

I
M
F
へ

緊
急
主
援
を
宴
訂
、

I
M
F
の

v
-
E
F
Z
n
E
E
2
2
1
E
H
h
事
務
理
事
と
の
交
渉
で
、

二
月
一
目
、

I 
M 
F 
Jk 
f差
対
事L
国
井

な
る
ル

つ
雫五
態七
がひ
とド f:~ 
じド
たル
のの
でベ
あ l
':"J __ }v 
たl:!i了
。ウ

I ト
孔f

パ
ソ
ケ

l
ジ
が
決
ま
り
、

O
E
C
D
加
盟
問
で
あ
り
な
が
ら
、

F
へ
の
よ
又
採
要
請
に
つ
い
て
は
、
韓
同
内
で
、
そ
れ
が
「
政
策
介
入
」
だ
と
し
て
強
く
反
発
す
る
向
き
も
あ
っ
た
が
、
「
無
駄
遣
い
は
亡
同
病
」
、

「

Z
一

「
ド
ル
集
め
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
下
、

I
M
F
管
理
上
で
国
家
的
危
機
を
乗
り
越
え
る
べ
く
、
P

口
氏
を
あ
げ
て
の
運
動
が
様
々
な
か
た
ち

で
展
開
し
た
っ
例
え
ば
海
外
旅
行
の
白
粛
、
輸
入
ブ
ラ
/
ド
購
入
の
相
育
、
手
持
ち
の
}
ル

(
外
貨
)

の
貯
金
、
純
令
製
品
の
供
山
、
輪
山

重
視
に
よ
る
外
貨
獲
得
な
ど
の
手
段
が
採
ら
れ
た
。

一
韓
国
型
福
祉
モ
デ
ル
構
築
へ
社
会
的
セ

1
7
テ
f

l
・
ネ
ァ
ー
を
目
指
す
社
会
政
策

で
は
、
金
泳
三
政
権
の
下
で
は

い
か
な
る
経
済
・
社
会
政
策
が
反
問
さ
れ
た
の
か
コ
ま
ず
、
前
政
権
同
様
、
財
関
の
経
済
的
力
を
制
限
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"見

す
る
策
を
展
開
し
た
。
第
一
に
財
閥
の
銀
行
か
ら
へ
の
融
資
額
を
制
限
、
第
一
に
独
占
禁
止
法
キ
公

H
取
引
法
な
ど
を
改
昔
、
そ
し
て

ー込
i師

の
財
閥
に
よ
る
ク
ロ
ス
・
イ
ン
ベ
ス
メ
ン
ト
な
ど
を
規
制
、
第
二
に
枚
、
心
事
業
に
集
巾
さ
せ
る
た
め
、
財
閥
の
多
緑
化
を
制
限
す
る
「
専
門

化
」
政
策
を
導
入
し
、
節
目
に
相
続
杭
な
ど
を
利
川
し
、
財
閥
の
創
設
苫
の
家
族
に
だ
け
掃
が
残
ら
な
い
よ
う
な
措
情
を
、
専
入
し
た
の
で
あ

る
c

し
か
し
、
こ
う
い
っ
た
措
置
は
、
財
闘
の
力
を
半
減
す
る
ま
で
に
は
主
ら
な
か
っ
た
ι

他
右
、
文
民
大
統
領
を
裁
く
金
政
梓
は
、
子
続
き
的
民
主
、
土
義
を
促
進
す
る
た
め
の
制
度
的
改
草
を
次
々
と
打
ち
出
し
た
。
こ
の
制
度
的

変
化
は
、
市
民
社
会
の
拡
大
を
も
促
し
た
の
あ
る
c

利
/
ハ
川
阿
体
も
拡
散
し
、
よ
り
影
響
力
を
増
し
た
。
経
済
正
義
実
現
連
合

(
M
U
実
連
)
や

な
と
が
、
強
力
な
げ
庄
ん
団
体
ー
と
し
て
浮
L
に
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
労
働
組
合
の
多
紙
化
も
実
現
し
、
従
米
政

ハ
小
石
川
除
去
連
合
(
公
除
合
)

府
レ
ベ
ル
の
韓
同
労
働
組
合
総
連
合
し
か
存
す
忙
し
な
か
っ
た
も
の
が
、

一
九
九
五
年

一
月
に
は
民
ム
丁
労
働
組
合
総
連
問
が
新
た
に
成
止
し

た
の
で
あ
る
。
こ
の
民
↓
丁
労
総
の
登
場
は
向
則
的
で
あ
り
、
峰
凶
に
お
い
て
劣
働
組
織
が
社
会
政
依
の
改
午
に
重
安
な
役
割
を
担
う
き
っ
か

け
と
な
っ
た
の
で
あ
る
ロ

次
に
、
社
会
福
祉
山
に
お
け
る
改

uvを
一
瞥
し
て
お
こ
う
。
人
市
大
統
領
は
、
新
経
済
の
た
め
の
4
カ
年
計
岡
に
お
い
て
、
「
韓
国
型
福
祉

モ
デ
ル
」
に
基
づ
い
た
社
会
保
障
シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
宣
百
し
た
c
こ
の
引
両
で
は
、
以
下
の
一
今
つ
の
具
体
的
な
リ
的
が
示
さ
れ
て
い
る
仁
(
二

出
ま
れ
な
い
人
た
ち
の
た
め
に
、
最
低
限
の
牛
活
水
準
を
僻
保

L
、
扶
助
の
金
額
を
増
キ
す
た
公
的
扶
助
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
(
一
)
社
会
福
祉
サ
l

ピ
ス
を
甫
J

門
化
し
、
積
極
的
な
民
間
参
加
を
促
し
、
家
族
の
役
割
を
某
盤
と
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
中
心
の
サ
ー
ビ
ス
シ
ス
テ
ム
を
提
供
す

る
こ
と
、

(
一
じ
社
会
保
障
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
拡
大
し
、

そ
の
財
淑
を
安
定
化
さ
せ
る
こ
と
、
以
L
L

の
二
つ
で
あ
る
。
し
か
し
、
什
会
的
セ

l

フ
テ
ィ

i
・
ネ
y
ト
を
強
化
す
る
と
い
う
第
の
回
的
と
は
裏
腹
に
、
公
的
扶
助
を
受
け
る
人
の
数
が
、

一
九
九
一
年
か
ら
一
九
九
六
年
に

か
け
て
二
五
%
も
減
少
、
ま
た
、
公
的
扶
助
を
受
け
る
人
た
ち
が
全
体
の
人
円
で
占
め
て
い
る
割
合
が
九
九
二
年
に
は
4
%
で
あ
っ
た
の

に
対
し
て

一
九
九
六
年
に
は
一
・
二
%
に
減
っ
た
の
で
あ
る
ロ

て}
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社
会
保
障
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
闘
し
て
金
大
統
領
は
、
一
一
層
川
保
険
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
、
年
金
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
拡
大
な
ど
を
試
み
て
い
た
。
次
に
、

一
平
用
保
険
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
年
金
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
見
て
み
よ
う
。
社
会
支
山
に
つ
い
て
は
、

そ
の
後
で
検
討
す
る
。

雇
川
保
険
プ
ロ
グ
ラ
ム
は

九
九
五
年
ヒ
け
か
ら
導
入
さ
れ
た
。
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
失
業
手
山
w
i
l
y
}

積
椋
的
労
働
市
場
プ
ロ
グ
ラ
ム

が
、
川
時
に
導
入
さ
れ
た
点
に
特
徴
が
あ
る
ι

ま
た
、
火
装
手
巾
の
条
件
は
厳
し
く
、
子
市
が
支
給
さ
れ
る
ま
で
の
ウ
ェ
イ
テ
ィ
ン
グ
ピ

川
」

リ
オ
ド
が
、
比
較
的
長
く
、
ま
た
千
当
て
の
支
給
は
、
最
大
で
八
週
間
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
働
く
能
力
が
あ
り
な
が
ら
失
業
し
て

い
る
人
は
、

八
週
間
の
よ
給
期
間
が
過
ぎ
る
と
、
子
当
て
を
も
ら
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
「
貧
岡
」
と
同
断
さ
れ
た
人
た
ち
は
、
子
供

の
た
め
の
最
小
限
の
医
療
と
教
育
に
対
す
る
扶
助
が
支
給
さ
れ
る
c

し
た
が
っ
て
、
一
足
川
保
険
に
よ
る
失
業
手
当
が
導
入
さ
れ
た
の
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
失
業
者
に
対
す
る
社
会
的
セ
ー
フ
テ
ィ

i
・
ネ
y
ト
は
、
最
小
限
の
も
の
で
あ
っ
た
c

屈
用
保
険
の
導
入
じ
た
い
は
、
慢
国
の

金ι巾政権における「現代イじ」と社会政策 (2) 

社
会
保
障
ン
ス
テ
ム
の
党
民
に
と
っ
て
画
期
的
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
条
件
な
ど
は
厳
し
く
、
金
銭
的
扶
助
よ
り
は
、
労
働
市
場
の
活
性
化
を

促
す
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
υ

次
に
、
年
令
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。
年
金
は
、
八

0
年
代
に
従
業
員
。
人
以
卜
の
胤
棋
の
企
業
ま
で
適

用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、

九
九
五
年
ヒ
円
に
、
農
民
や
漁
民
と
い
っ
た
白
営
業
者
に
ま
で
適
川
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
c

こ
の
白
常

楽
者
に
対
す
る
干
会
に
は
、
以
下
の
特
徴
が
あ
っ
た
。
ま
ず
、
韓
国
に
お
け
る
農
民
平
漁
民
に
対
す
る
年
金
は
、
日
齢
者
に
対
す
る
所
得
維

持
と
い
う
文
脈
で
導
入
さ
れ
、
良
業
が
漁
業
を
憐
造
的
訓
較
す
る
と
い
う
文
脈
で
提
供
き
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
年
金
手
当
て
は
、

他
の
保
険
加
入
者
と
同
線
で
あ
っ
た
が
、
年
金
保
険
の
保
険
料
が
追
っ
た
の
で
あ
る
。
農
民
・
漁
民
は
、
所
得
の
二
形
を
月
に
払
う
よ
う
に

な
っ
て
お
り
、

そ
れ
が
丘
年
に
度
」
一
%
づ
つ
あ
が
り
、
最
大
で
九
%
に
卜
が
る
よ
う
に
組
ま
れ
て
い
る
c

し
た
が
っ
て
、
最
終
的
に
は
、

農
民
・
漁
民
の
保
険
料
は
平
均
し
て
、

一
O
%
に
向
閉
ま
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
従
業
員
に
は
、
政
府
の
補
助
金
は
1
4
給
き
れ
な
い
が
、
曲
庶
民
・
漁
民
に
は
、

一
0
0四
年
ま
で
に
月
一
一

0
0
ウ
ォ
ン
の
金
銭
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"見

的
立
援
が
提
供
さ
れ
た
。
具
体
的
に
は
、
保
険
料
の
一
/
一
は
、
低
所
制
作
者
に
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
所
得
の
再
分
配
を
試
み
た
こ
と

が
確
認
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
う
い
う
た
試
み
に
対
し
て
は
、
財
政
的
な
不
安
も
宇
張
き
れ
て

る
。
韓
同
で
は
、
平
均
的
に
、
保
険
料
が

ー込
i師

六
%
と
低
い
の
に
刻
し
て
、
ザ
へ
す
は
、
所
得
の
七
O
%
を
支
給
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

慢
凶
政
府
は
、
国
民
年
金
の
た
め
の
補
助
金
は
支
給
し
た
も
の
の
、
他
の
社
会
桝
祉
一
般
に
関
し
て
は
、
財
政
的
な
負
旧
引
を
担
わ
な
か
っ

た
。
し
た
が
っ
て
、
金
政
権
が
主
張
し
た
「
韓
同
型
福
祉
モ
デ
ル
」
は
そ
の
一
汗
葉
と
は
裏
腹
に
、
福
祉
へ
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
は
最
小
限

の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
特
徴
的
な
も
の
も
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
コ
社
会
1
4
出
の
数
値
を
け
比
て
も
、
金
政
砲
に
お
い
て
は
、
ヤ
均
し
て
政
府

N
J
 

支
出
の
一
一
凶
何
を
占
め
て
い
た
が
、
什
会
保
障
に
対
す
る
支
出
は
ん
・
八
%
に
留
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
九
九

0
年
代
、
文
民
政
権
が
誕
生
し
、
民
主
ム
丁
義
へ
の
取
り
組
み
が
拡
大
さ
れ
、
耕
国
は
政
治
的
・
経
済
的
に
新
た
な
局
面
を
迎
え
た
じ

こ
の
時
期
は
、
金
政
権
に
お
け
る
「
グ
ロ

l
パ
リ
ゼ

l
ン
ヨ
シ
」
と
い
う
方
向
性
で
特
徴
づ
け
ら
れ
る
υ

だ
が
、
こ
の
モ
ソ
ト

l
下
で
の
社

会
福
制
改
本
は
、
期
待
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
の
結
果
は
そ
の
期
待
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
た
と
は
一
言
い
が
た
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
民
、
土

化
以
降
の
幹
国
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
構
築
は
、
グ
ロ

l
パ
リ
ゼ

l
シ
ヨ
ン
で
幕
を
あ
け
た
が
、
九
仁
汗
に
は
金
融
危
機
を
経
験
す
る
こ

と
に
な
っ
た
c

こ
の
時
期
に
誕
生
し
た
金
大
中
政
権
は
、
耕
国
の
社
会
稿
祉
が
注
月
さ
れ
る
き
っ
か
け
と
な
る
「
斗
立
性
的
福
祉
」
を
モ
ッ
ト
ー

に
、
様
々
な
方
而
で
社
会
福
祉
を
改
善
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
民
ア
て
化
を
経
て
、
グ
口

l
パ
リ
ゼ

l
ン
ヨ
ン
で
始
ま
っ
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
ー
構
築
は
、
経
済
成
長
を
大
重
姿
課
題
と
し
て
き
た
韓
同
が
、
金
融
危
機
以
降
経
済
以
外
の
も
の
で
ア
イ
デ
/
テ
ィ
フ
ア
イ
す
る
か
、

ま
た
O
E
C
D
加
盟
国
と
な
っ
た
韓
凶
が
と
う
「
世
界
標
準
」
を
達
し
て
維
持
す
る
か
、
こ
う
い
っ
た
こ
と
が
金
大
巾
政
権
に
と
っ
一
て
、
民

主
主
義
の
定
明
と
巾
I
時
に
、
新
た
な
諌
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
f

以
卜
の
章
で
は
、
金
大
中
政
権
に
制
制
政
策
と
ン
L

ン
ダ
i
政
策
を
日
八
体

的
に
分
析
し
、

ど
の
よ
う
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
構
築
を
試
み
た
か
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
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情
揺
さ
一
立
早

金
大
中
政
権
の
福
相
政
策
拡
大
の
試
み
実
態
と
思
想
的
背
景

一
九
九
ヒ
年
の
大
統
領
選
挙
は
、
第
一
問
団
節
に
述
べ
た
よ
う
な
什
会
的
・
経
済
的
・
政
治
的
汗
景
の
中
で
、

一
一
月
八
日
に
実
施
さ

れ
た
の
で
あ
り
、
金
大
中
が
選
出
さ
れ
た
c

金
大
中
政
権
の
誕
牛
、
そ
の
性
格
、
政
策
な
と
に
は
、
当
時
の
社
会
的
・
絞
済
的
・
せ
い
じ
て

き
北
円
京
が
色
濃
く
反
映
す
る
こ
と
と
な
っ
た
υ

ま
た
、
先
に
金
泳
一
の
大
統
領
当
選
の
幹
国
政
治
に
お
け
る
山
期
性
を
記
し
た
が
、
金
大
巾
氏
の
斗
選
は
、

そ
れ
以
卜
に
阿
則
的
で
あ
っ

た
。
そ
れ
は
以
h
l
の
諸
理
由
に
拠
る
。
(
二
初
め
て
公
け
な
選
挙
に
基
つ
く
、
与
党
か
ら
野
党
へ
の
政
権
交
代
を
経
験
し
た
こ
と
、
( 

) 

経
済
的
繁
栄
に
対
す
る
想
定
を
覆
す
よ
う
な
「

I
M
F
経
済
危
機
」

の
U
パ
中
に
大
統
領
選
が
実
践
さ
れ
た
こ
と
、

(
一
)
こ
の
選
挙
が
き
わ

金ι巾政権における「現代イじ」と社会政策 (2) 

め
て
地
域
主
義
に
満
ち
た
選
挙
で
あ
っ
た
こ
と
。

一
九
九
仁
年
七
月
に
タ
イ
の
パ

l
ツ
が
卜
廿
附
し
た
陣
後
、
東
市
ア
ジ
ア
諸
国
、

h
mと
韓
国
で
も
金
融
危
機
が
起
き
た
ロ
そ
し
て
、
こ
の

金
融
危
機
か
ら
脱
出
す
る
た
め
、
韓
凶
は

I
M
F
に
援
助
の
中
請
を
申
し
出
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
、
韓
凶
は
世
凶
作
一

位
の
経
済
大
国

で
あ
り
、
ま
た
、

九
九
六
年
に
、
束
ア
ジ
ア
で
は
日
本
に
継
ぐ
O
E
C
D
加
問
凶
円
で
あ
っ
た
た
め
、

I
M
F
支
採
要
請
は
子
組
外
の
展
開

で
あ
っ
た
っ
韓
同
に
対
す
る

I
M
F
の
処
克
は
、
緊
縮
政
策
と
為
柊
レ
ト
切
り
「
げ
、
企
業
及
び
金
融
の
構
造
訓
整
、
そ
し
て
社
会
不
安

戸川〕

に
対
す
る
セ
ー
フ
テ
ィ

1
・
ネ
ソ
ト
の
強
化
と
い
、
つ
諸
項

U
で
あ
っ
た
っ

金
融
危
機
に
作
い
、
半
均
的
に
二
一
一
%
で
あ
っ
た
失
業
率
は
、

」
う
い
っ
た
社
会
状
況
を
表
す
か
の
よ
う
に

。
%
ま
で
に
急
相
L
、
貧
困
問
題
や
社
会
不
安
は
、
仙
川
小
人
し
て
い
た
。

ソ
ウ
ル
で
は
、
最
も
多
い
と
き
に
四

C
C
C
人
の
ホ

l
ム
レ
ス
が
街
頭
に
出
現
し
た
c
牛八

装
宗
l

の
急
増
に
よ
る
貨
同
居
の
増
加
と
い
う
状
況
へ
の
対
処
と
し
て
ま
ず
想
定
さ
れ
る
の
は
、
応
急
措
置
と
し
て
、
失
業
対
策
生
活
保
護

対
策
と
い
っ
た
臨
時
の
牛
活
保
護
制
度
は
導
入
さ
れ
る
が
、
他
ト
力
で
社
会
保
障
ン
ス
テ
ム
じ
た
い
が
衰
退
し
て
い
っ
た
り
、
あ
る
い
は
現
状
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維
持
に
山
閉
ま
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
金
大
中
政
権
は
、
金
融
危
機
後
に
、
従
米
そ
の
形
成
が
凡
ら
れ
な
か
っ
た
社
会
保
障

シ
ス
テ
ム
の
拡
大
と
、
経
治
危
機
後
の
社
会
的
セ
ー
フ
テ
ィ

l
・
ネ
ッ
ト
の
構
築
を
推
進
し
た
の
で
あ
り
、
役
者
は

I
M
F
の
提
一
言
に
沿
う

ー込
i師

も
の
だ
っ
た
。

一
川
」

し
か
し
、
社
会
保
嘩
関
連
の
則
政
夫
出
の
情
加
や
社
会
保
険
の
カ
バ
レ
ッ
ジ
拡
大
を
除
い
て
、

の
ち
に
金
大
中
が
国
家
理
念
と
し
て
従

一
汗
す
る
「
牛
産
的
福
祉
」
政
策
に
対
し
て
は
、

I
M
F
の
提
一
百
以
上
の
も
の
を
含
ん
で
い
た
。
そ
の
結
果
、
韓
国
に
お
け
る
社
会
保
障
シ
ス

テ
ム
は
、
よ
り
包
折
的
、
そ
し
て
制
度
化
さ
れ
た
シ
ス
テ
ム
へ
と
変
貌
し
て
い
き
、
ま
た
、
神
国
経
凶
が
世
界
市
場
に
統
合
さ
れ
て
い
く
山
、

そ
れ
で
も
牡
会
保
障
の
拡
太
が
は
か
ら
れ
た
と
い
う
点
で
、
グ
ロ

l
パ
リ
ゼ

l
ン
ョ
ン
原
理
の
逆
方
向
に
向
か
っ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
に

一山

も
な
る
c

こ
こ
で
、
興
味
深
い
い
い
は
、
金
大
中
大
統
領
自
身
が
、
彼
の
政
策
の
月
四
加
を
、
先
進
国
が
掲
げ
る
世
界
水
平
の
達
成
と
い
う
点

に
置
い
て
い
る
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
金
大
中
大
統
領
に
と
っ
て
、
社
会
政
策
拡
大
は
、

一
九
九
ー
ハ
作
の

O
E
C
D
加
問
に
よ
り

で
先
進
国
人
り
し
た
韓
同
が
九
七
年
経
済
危
機
に
よ
っ
て
失
墜
し
た
「
名
誉
」
を
「
抑
制
」
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
神
国
の
「
真
の
先

進
同
入
り
」
を
来
た
す
カ
ギ
で
あ
っ
た
と
筆
者
は
思
う
。

本
早
で
は
、
ま
ず
、
金
大
中
政
権
発
足
別
後
の
朴
九
百
状
況
と
そ
れ
へ
の
金
大
中
政
権
の
対
ー
め
を
第
一
節
で
簡
単
に
ま
と
め
、
第
二
節
で
は
、

第
一
節
に
お
け
る
金
大
中
政
権
の
対
応
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
金
大
巾
政
権
発
足
前
後
に
お
け
る
金
大
中
大
統
領
の
思
想
的
背
景
、

つ
ま
り
彼

が
も
っ
て
い
た
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
を
兄
て
い
く
こ
と
に
す
る
つ
こ
こ
で
は
、
金
大
巾
の
著
作
な
ど
か
ら
み
ら
れ
る
金
大
巾
口
身
の

(
大
統
領
に

な
る
以
前
か
ら
の
)
政
治
信
条
、
大
統
領
候
補
時
間
に
お
け
る
還
挙
公
約
、
そ
れ
に
刻
す
る
社
会
の
反
応
、
そ
し
て
太
統
領
就
任
後
に
公
表

さ
れ
た
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
を
み
る
こ
と
に
し
た
い
c

こ
う
す
る
こ
と
で
金
人
中
大
統
領
白
身
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
、
と
り
わ
け
祈
会
政
策
に
悶
す

る
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
の
変
容
過
程
を
追
い
、
次
半
で
述
べ
る
政
策
を
め
ぐ
る
議
論
の
前
提
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
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第
一
節

経
済
危
機
か
ら
社
会
危
機
へ

I
M
F
-と
財
政
改
革

帳
消
柵
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
韓
国
に
お
け
る
金
融
危
機
が

九
九
七
年
二
月
の
大
統
領
選
挙
直
前
に
訪
れ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
金

大
中
は
、
重
大
な
金
融
・
経
済
の
科
町
田
に
直
面
し
な
が
ら
中
選
し
た
と
い
え
よ
う
。
こ
の
時
期
の
韓
川
は
、

I
M
F
の
ほ
助
な
し
で
財
政
を

立
て
な
お
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
こ
と
を
白
覚
し
、

T
M
F
長
助
を
申
訂
し
て
い
た
っ
そ
し
て
、
韓
川
政
府
が
と
る
桁
置
な
ど
に
つ
い
て
、

支
出
世
の
た
め
に

I
M
F
側
か
ら
養
成
さ
れ
る
条
件
な
ど
も
あ
り
、

T
M
F
ー
と
の
協
議
を
強
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
c

幹
国
政
府
側
か
ら

I
M
F

宛
て
に
送
ら
れ
た
『
止
存
で
も
、
韓
国
は
、

I
M
F
と
協
議
す
る
こ
と
を
約
束
し
て
い
る
c

「
(
前
略
)

ス
タ
ン
ド
パ
イ
協
定
が
規
定
し
て
い
る

金ι巾政権における「現代イじ」と社会政策 (2) 

期
間
中
、
韓
国
は
、
こ
れ
か
ら
必
要
と
さ
れ
る
施
策
の
導
入
に
対
し
て
、
当
日
の
専
門
家
も
し
く
は

I
M
F
取
締
役
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
プ
に

戸則一

I
M
F
の
甫
J

務
取
締
役
と
協
議
す
る
。
」

よ
っ
て
、

金
大
巾
新
政
権
は
、

I
M
F
の
要
望
に
即
し
て
経
済
の
構
造
的
改
本
や
マ
ク
ロ
経
凶
的
政
策
を
導
入
す
る
こ
と
に
努
力
し
た
。
特
に
推
進

し
た
こ
と
は
、
金
融
セ
ク
タ
ー
の
白
由
化
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
外
川
の
機
関
が
凶
内
の
財
政
機
関
を
引
き
継
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
c

ま
た
、

資
本
移
動
も
白
山
化
さ
れ
、
海
外
か
ら
の
直
接
投
資
に
対
す
る
反
感
は
、
下
川
口
J

疋
的
に
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
っ
こ
の
よ
う
な
転
換
は
、

九
市
大
巾
大
統
領
の
就
任
式
演
説
に
は
っ
き
り
と
表
れ
て
い
る
-
「
外
国
へ
の
約
金
を

帯
効
T
I
的
に
返
出
L
、
企
業
の
競
予
力
を
日
め

し
て
経
済
の
透
明
性
を
強
化
す
る
方
法
は
、
外
岡
か
ら
の
直
援
投
資
を
促
す
し
か
な
い
」
。

金
大
中
政
権
は
、
財
閥

)
改
革
を
促
進
し
た
が
、
こ
れ
は

I
M
F
が
要
請
し
た
構
造
改
革
の
課
題
で
も
あ
っ
た
仁
金
大
統
領
は
、

韓
同
企
業
の
ト

y
ブ
た
ち
と
会
談
を
し
、
以
下
の

4
つ
の
白
川
で
ム
円
玄
を
し
た
υ

(

こ
透
明
件
を
時
保
す
る
財
政
シ
ス
テ
ム
、

一
)
ゲ
ル

l

ブ
企
業
へ
の
融
資
を
保
証
す
る
こ
と
を
や
め
る
こ
と
、

三
間
甘
ん
な
財
政
構
造
憐
築
、

四
)
ハ
私
心
産
業
に
集
巾
し
、
中
小
企
業
と
の
パ

l :r-、
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(
4
)
大
多
数
の
林
↓
丁
へ
の
透
明
性
の
権
保
、
以
上
の
点
で
あ
る
。

こ
う
い
っ
た

I
M
F
か
ら
の
姿
望
を
受
け
た
か
た
ち
で
行
わ
れ
た
構
造
改
革
は
、
金
大
中
大
統
訟
の
析
し
い
政
権
卜
で
促
進
さ
れ
た
っ

ト
ナ
l
シ
ソ
プ
を
促
進
す
る
こ
と
、

ー込
i師

そ
こ
で
は
財
政
改
革
が
重
要
視
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
令
大
巾
大
統
領
に
と
っ
て
重
要
で
あ
っ
た
の
は
、
什
会
保
障
シ
ス
テ

ム
構
築
で
あ
っ
た
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
c

I
M
F
か
ら
与
え
ら
れ
た
要
望
に
対
す
る
金
政
梓
の
対
出
は
実
は
一
条
で
は
な
か
っ
た
υ

金
政
権
は
財
政
改
革
に
つ
い
て
は

I
M
F
の
要

望
に
沿
っ
て
進
め
た
が
、
社
会
保
障
に
対
し
て
は
、

T
M
F
以
上
の
目
前
い
結
果
を
出
し
た
の
で
あ
る
。

I
M
F
の
社
会
保
障
に
対
す
る
ん
向

性
は
、
普
遍
的
牡
会
保
障
ン
ス
テ
ム
の
導
入
で
は
な
く
、
む
し
ろ
最
低
限
の
止
活
保
障
で
あ
り
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
「
役
人
心
的

fm相
同
家
」

を
強
調
し
て
い
た
じ
だ
が
、
金
大
中
政
権
は
、
社
会
保
障
政
策
を
そ
の
要
望
よ
り
も
高
い
レ
ベ
ル
の
重
要
性
を
も
つ
も
の
と
し
て
設
定
し
て

い
た
の
で
あ
る
。

、
、
、
一

L
r、

し
し
治
、
ズ
ル
Lr

じ

そ
れ
に
伴
う
剥
整
の
た
め
に
緊
急

I
M
F
の
要
請
は
、
労
働
市
場
の
改
午
を
強
調
し
た
も
の
で
あ
り
、

措
置
を
拠
出
し
た
が
、
令
大
巾
は
、
緊
急
崎
町
量
以
卜
の
セ
ー
フ
テ
ィ

1
・
ネ
ッ
ト
憐
築
や
社
会
保
障
制
度
の
改
革
に
乗
り
附
し
た
υ

こ
れ
は
、

へ
す
大
中
が
山
川
し
た
政
権
維
持
ー
と
正
当
化
の
一
つ
路
線
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

金
大
中
政
権
に
お
い
て

I
M
F
の
要
望
よ
り
両
い
レ
ベ
ル
の
社
会
保
障
ン
ス
テ
ム
の
形
成
が
促
進
さ
れ
た
こ
と
は
、

I
M
F
の
丈
書
か
ら

も
確
認
で
き
る
。
以
下
で
は
、
そ
の

I
M
F
の
文
書
で
ど
の
よ
う
に
記
録
さ
れ
て
い
る
か
を
紹
介
す
る
こ
と
に
す
る
。

一
九
九
七
年
二
一
月
一

H
に
発
表
さ
れ
た
、
緯
同
政
府
か
ら

I
M
F
へ
の
支
援
要
請
に
関
す
る
ん
u
立
文
主
寸
「
Z
Z
E
v
h
E
Z
Eー
を
見
て
み

る
と
、
以
下
の
よ
う
な
取
目
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
「
労
働
市
場
改
芋
(
二
八
)
新
た
な
居
川
保
険
ン
ス
テ
ム
は
、
労
働
の
内
配
置
を
促
す

も
の
と
し
、
こ
れ
と
並
行
に
労
働
山
場
の
柔
軟
性
を
確
保
す
る
よ
う
改
吉
す
る
こ
と
を
リ
的
と
す
る
」
と
か
か
れ
て
あ
る
f

こ
こ
で
注
円

す
る
べ
き
点
は
、
社
会
的
セ
ー
フ
テ
ィ
l
・
ネ
y
ト
に
闘
し
で
は
、

百
及
が
な
く
、
一
一
足
川
保
険
の
強
化
の
み
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

る。
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」
の
丈
世
田
を
受
け
て

一
九
九
七
年
二
一
月

4
刊
に

I
M
F
の

P
E巳
ダ
条
件
が
党
去
さ
れ
、

I
M
F
と
韓
凶
政
府
間
に
お
け
る

I
M

F
の
支
援
条
件
と
改
日
中
す
る
べ
き
政
策
が
述
べ
ら
れ
た
。
こ
の
文
書
で
は
、

I
M
F
が
提
案
し
た
韓
川
が
促
進
す
る
べ
き
マ
ク
ロ
経
済
政
策

が
要
約
さ
れ
て
い
る
c

こ
こ
に
は
労
働
?
山
坊
の
改
革
に
関
す
る
項
円
が
あ
る
も
の
の
、

セ
ー
フ
テ
ィ

l
・
ネ
ッ
ト
に
関
す
る
項
目
が
な
い
の

で
あ
る
c

た
だ
「
新
た
に
構
築
す
る
服
用
保
険
ン
ス
テ
ム
の
キ
ャ
パ
、
ン
テ
ィ
は
、
労
働
を
再
配
置
す
る
こ
と
で
あ
り
、
同
時
に
労
働
市
場
の

柔
軟
性
を
僻
保
す
る
よ
う
政
書
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
い
っ
た
、
労
働
市
場
の
柔
軟
性
に
つ
い
て
だ
け
条
件
を
提
小
し
て
い
る
に
留
ま
っ

て
い
た
の
で
あ
る
υ

卜
の
丈
吉
以
外
に

I
M
F
-と
韓
国
政
府
間
で
締
結
さ
れ
た
七
つ
の
合
意
丈

九
九
仁
年
一
月
か
ら
一

C
C
C午
二
月
に
か
け
て
、

書
が
公
表
さ
れ
て
い
る
f

各
文
書
は
、
韓
同
が
促
進
す
べ
き
経
済
政
策
に
つ
い
て
詳
細
な
政
浪
提
案
が
書
か
れ
て
お
る
c

以
下
、
そ
こ
に
合

金ι巾政権における「現代イじ」と社会政策 (2) 

ま
れ
る
社
会
保
防
の
瓜

H
を
、
発
表
さ
れ
た
順
に
細
か
く
見
で
み
る
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
、
先
に
け
比
た
九
九
七
年
一
一
月
一
日
と
石
日
に
継
く
、
第
二
の
文
書
を
検
討
し
よ
う
。

一
九
九
七
年
二
月
一
凶

H
の
ま

E
Z円

〔
)
ご
ロ
吉
田
片
コ
で
あ
る
。
そ
こ
に
別
記
さ
れ
て
い
る
労
働
巾
坊
改
芋
に
関
す
る
取
は
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
「
労
働
市
場
政
策

六

経

済

成
長
の
減
速
を
最
小
限
に
す
る
こ
と
が
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
リ
的
で
あ
る
が
、
他
の
服
用
の
可
能
性
を
目
差
し
て
、
衰
退
す
る
企
業
か
ら
労
働

(
川
出
J

者
が
移
動
し
な
い
よ
う
に
努
力
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
」
と
存
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
セ
フ
テ
ィ

l
・
ネ
ッ
ト
に
関
す
る
攻

H
は
な
く
、

労
働
市
場
の
改
善
が
円
棋
と
し
て
設
今
川
な
じ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
コ

第
凶
の
正
存
で
あ
る
一
九
九
八
年
一
月
に
党
表
さ
れ
た

H
5
2
え
『
日
ロ
ご
ロ
品
目
凶
2
2
Z
2
2
5
E旨
言
ロ
ロ
C
E
E月

pc宮
戸
H
U
M
-

に

は
、
以
卜
の
よ
う
な
内
存
が
含
ま
れ
て
い
る
c

「
労
働
市
場
改
革
と
社
会
的
セ
ー
フ
テ
ィ

I
・
ネ
ッ
ト
に
悶
す
る
反
円

山
河
働
市
場
の
柔
軟
性
確
保
一
労
使
政
委
員
会
の
文
脈
に
お
い
て
、
レ
イ
オ
フ
の
状
況
や
手
続
き
を
明
停
に
す
る
た
め
に
関
連
法
を
改
定
す
る

リ

的

(

)

こ
と
、
ま
た
、
民
間
の
派
遣
会
社
な
ど
に
関
す
る
制
限
的
法
的
規
定
を
緩
和
す
る
こ
と
コ

U
的
(
一
)
社
会
的
セ
ー
フ
テ
ィ

l
・
ネ
y
ト
憐
ま
ず
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，見

築
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
支
援
ヤ
一
雇
用
安
ど
化
を
合
む
府
用
保
険
の
予
算
を
じ
了
億
ウ
ォ
ン
か
ら
二
兆
ウ
ォ
ン
ま
で
に
増
大
す
る
こ
と
、
収
入
の

で
、
在
国
す
る
べ
き
点
は
、
こ
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ソ
ト
に
闘
す
る
項
リ
が
、
時
凶
政
府
側
か
ら
提
案
し
た
項
円
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
c

jt;，土58(1-88) 88 

ー込
i師

失な
ZEい
千人
当た
企ち
山の
のた
構め
築に
、々

公的
業扶
手養
、!?を

司、 I目
阿大
をす
jl1:る

すと
き労
E IR 
」一

委
一員
一ム
こ ι、
での
村Jぷ
め川K

ての
セトい

つで
与干上
ノ A、
イor;

手
不広

~ 

1-皇
ム加
忌す
円守
合、)

Ps 1:: 
記 1i

i量
てミ
い，~

る U
O 古J

同
干
4
月
に
韓
同
政
府
が

I
M
F
に
宛
て
た
『
止
書
に
も
「
韓
同
政
附
は
、
統
治
状
況
を
み
つ
つ
、
社
会
的
セ
ー
フ
テ
ィ

l
・
ネ
ソ
ト
の
妥
当

性
を
随
時
レ
ビ
ュ
ー
す
る
こ
と
に
す
る
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
顎
年
の
一
九
九
九
年
に
は
二
つ
の
文
吉
が
発
表
さ
れ
た
が
、
こ
れ
ら
の
「
Z
E
E
-
-
μ
Z
E
に
も
、
牡
会
的
セ
ー
フ
テ
ィ

l
・
ネ
ッ

九
九
九
年
一
円
の
月
の
『
止
書
に
は

年
に
お
い
て
も
社
会
的
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ブ
ト
を
拡
大
す
る
」
、
同
年
七
月
に
は
、
「
韓
凶
政
府
は
、
労
使
政
委
口
会
の
交
渉
を
仙
完
す

ト
に
関
連
す
る
以
リ
が
あ
る
ロ

「
失
業
率
が
史
上
京
高
の
八
・
五
%
に
達
し
て
い
る
現
在
、

一
九
九
九

る
べ
く
、
失
業
手
引
を
含
も
社
会
的
セ
ー
フ
テ
ィ

l
・
ネ
ッ
ト
に
コ
ミ
ッ
ト
し
、
社
会
的
セ
ー
フ
テ
ィ

l
・
ネ
ッ
ト
の
た
め
の
文
山
を
ヒ
・

九
兆
ウ
イ
ン
か
ら

0
・
日
花
ウ
ィ
ン
に
改
ー
江
L
、
ま
た
引
き
続
き
経
凶
状
泌
を
見
つ
つ
、
社
会
的
セ
ー
フ
テ
ィ

1
・
ネ
ッ
ト
ト
ペ
山
の
妥
当

性
と
効
書
1

性
を
レ
ビ
ュ
ー
す
る
こ
と
に
す
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
仁
同
年
一

一
円
に
は
、
「
金
融
危
機
で
も
っ
と
も
路
管
を
受
け
た
人
た
ち

の
た
め
に
、
引
き
続
き
政
府
は
社
会
的
セ
ー
フ
テ
ィ

l
・
ネ
ッ
ト
を
維
持
す
る
こ
と
に
コ
ミ
ソ
卜
し
て
い
く
(
省
略
ご
と
示
さ
れ
て
い
る
υ

し
か
し
、

一0
0
0
年
七
月
に
発
表
さ
れ
た
文
世
田
で
は
、
社
会
的
セ
ー
フ
テ
ィ

l
・
ネ
y
卜
に
関
す
る
取

H
の
内
科
が
変
す
る
。

つ
ま

り
、
金
大
中
小
人
統
領
が
始
め
て
生
存
陀
的
福
祉
と
い
う
百
棄
を
つ
か
っ
た
一
九
九
九
年
八
月
五
け
の
演
説
内
容
、
ま
た
二

C
C
C年
に
導
入

さ
れ
た
「
川
民
某
礎
生
前
保
護
法
」
を
受
け
て
、
韓
国
政
府
は
、
白
ら

I
M
F
に
桝
祉
政
策
の
拡
人
を
申
し
出
た
の
で
あ
る
c

そ
の
文
書
の

内
容
の
一
部
が
以
下
で
あ
る
「
韓
国
政
府
は
、
政
府
指
導
の
直
終
的
雇
用
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
い
っ
た
社
会
的
セ
ー
フ
テ
ィ

l
・
ネ
ッ
ト
か
ら
、

ρ

生
並
的
fN

川祉
μ

を
慕
礎
と
す
る
ン
ス
テ
ム
へ
と
移
行
す
る
。
ま
た
、

一0
0
0
年
一

O
月
一

H
か
ら
ρ

同
氏
慕
礎
止
活
保
説
法
げ
が
施
行



さ
れ
る
っ
そ
の
日
ハ
休
的
内
容
は
以
下
で
あ
る
つ
(
)
最
低
限
の
生
活
の
貨
を
権
保
す
る
こ
と

(
一
二
)
職
業
研
修
就
職
検
索
ン
ス
テ
ム
、
保
育
図
制
度
を
通
じ
て
自
活
支
援

一
一
)
公
的
扶
助
を
受
け
る
数
を
一
九
九

九
年
の

I
1
0万
か
ら
二

0
0
一

に

は

五

O
万
人
へ
と
増
大

ヵ

σ〕
数
を
A、
ベコ
L 

公型
的古
扶 ht
型書
えに
(ー

け;二
六す
こる
そD 刀犬、
与、

小的
v t人
少助
り yじ

の長

官 f~
-11";(し
川、

デ}矢
|療
タ費
ベ用
こ
ス刻
化し
をて
E支援
菩助
すを
る119行
」、

c つ
」少
。) ~ 

丈
書
は

斡

1"'1 
政
府
σ〕
方

を
促
進
す
る
こ
と

4
)
ソ
l
シ
ャ
ル
ワ
l

同
転
換
を
明
確
に
表
し
て
い
る
『
止
存
だ
と
い
え
よ
う
。

こ
れ
ら
の
主
書
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
は
、
以
ド
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
、

一
九
九
七
年
に
禿
表
さ
れ
た

I
M
F
の
条
件
規
定
評
で
は

社
会
的
セ
ー
フ
テ
ィ

1
・
ネ
ソ
ト
に
関
す
る
項
円
は
な
く
、
労
働
山
坊
の
柔
軟
性
の
改
世
を
強
調
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

一
九
九
八

金ι巾政権における「現代イじ」と社会政策 (2) 

九
九
九
干
に
発
表
さ
れ
た
按
凶
政
府
側
か
ら
の
文
書
に
は
、
白
ら
が
セ
ー
フ
テ
ィ

l
・
ネ
ソ
ト
を
構
築
す
る
と
い
っ
た
項
リ
が
挙
げ

ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
文
再
を
凡
で
み
る
と
労
働
市
場
の
柔
軟
性
を
強
調
し
て
お
り
、
大
H
E
に
党
生
し
た
失
業
者
に
対
す
る
対

年

い
わ
ば
緊
急
措
目
的
な
側
面
が
強
い
と
い
え
よ
う
コ
し
か
し
、

一
0
0
0午
の
正
舎
で
は
、
あ
き
ら
か
に
緯
川
政
ー
附
の
ス
タ
ン
ス
の
変

策、化
が
見
え
る
。

つ
ま
り
、

I
M
F
が
提
案
し
た
労
働
山
坊
の
柔
軟
件
だ
け
で
な
く
、
ま
た
、
緊
急
措
置
的
な
セ
ー
フ
テ
ィ

l
・
ネ
y
卜
だ
け

で
な
く
、
「
生
産
的
福
祉
」
を
基
慌
と
す
る
、

よ
り
包
括
的
な
福
祉
政
徒
、
も
し
く
は
社
会
政
策
を
構
築
す
る
と
い
っ
た
志
凶
が
見
、
λ
る
c

他
の
政
策
、
特
に
金
融
政
鋭
、
財
政
政
鋭
、
金
融
セ
ク
タ
改
革
、
貿
易
の
白
山
化
、
財
闘
改
革
な
ど
と
い
っ
た
項

U
に
関
し
て
は
、

F
の
許
細
な
政
策
提
系
に
、
位
国
政
府
は
従
っ
て
い
た
が
、

し
か
し
、
社
会
政
策
に
関
し
て
は
、
韓
川
政
府
、

と
り
わ
け
金
大
山
政
砲
は
、

I
M
F
の
提
案
以
上
の
も
の
を
促
進
し
た
と
い
え
よ
う
。

一
社
会
的
危
機
か
ら
「
生
産
的
福
相
」

ノ、、

一日」

九
九
八
午
に
は

4
・
ヒ
%
に
も
卜
が
り
、

そ
の
多
く
は
中
小

金
融
危
機
以
降
、
失
業
率
は

一
九
九
七
年
に
一
。
ハ
%
だ
っ
た
の
が

I 
M 
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一
九
九
八
年
の
半
ば
に
は
、
失
莱
率
が
六
八
%
に
も
卜
昇
し
た
っ
そ
し
て
、
経

企
業
の
倒
産
に
伴
う
解
屈
が
原
因
で
あ
っ
た
っ
ま
た

ー込
i師

凶
格
主
芹
を
あ
ら
わ
す
ジ
ニ
係
数
百

E
S
E
h
E
E門
)
は
、
一
九
九
八
年
前
期
か
ら
後
期
に
お
い
て
0
・
二

G
O
T
-
か
ら
0
・
二
一
一
一
に

一切一

増
加
し
た
。
そ
し
て
、
都
市
部
に
お
け
る
貧
岡
レ
ベ
ル
以
下
の
世
出
が
一
九
九
仁
年
で
一
一
・
0
%
か
ら
九
九
八
年
に
は
ヒ
・
五
%
に
増

rm一

加
し
た
c

こ
う
い
っ
た
状
川
に
直
山
し
た
金
大
巾
大
統
訟
は
、
就
任
直
後
の
九
九
八
作
に
、
新
政
権
の

み

「
一
(
り
の
一
大
課
題
」

土

を
発
表
し

社
会
的
セ
ー
フ
テ
ィ

1
・
ネ
y
ト
構
築
と
社
会
保
障
の
拡
大
に
積
額
的
に
取
り
組
ん
だ
。

ま
ず
、
牡
会
的
セ
ー
フ
テ
ィ

l
・
ネ
y
ト
構
築
に
つ
い
て
簡
略
的
に
説
明
す
る
こ
と
に
す
る
。
上
述
の
社
会
的
危
機
に
直
而
し
た
金
大
巾

大
統
領
は
、
ま
ず

O
兆
ウ
ォ
ン

(
凶
家
予
算
の
心
%
)

を
服
用
の
安
定
と
セ
ー
フ
テ
ィ

i
・
ネ
ッ
ト
の
構
築
に
あ
て
た
c

ま
た
、
政
労

使
協
議
会
で
合
立
し
た
失
業
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
推
進
し
、
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
は
、
失
業
子
ψ
l
の
拡
大
、

ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
な
ど
の
た
め
の
公

的
融
資
、
内
就
職
の
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
そ
し
て
一
時
的
な
公
的
扶
助
が
含
ま
れ
る
コ
こ
う
い
う
た
般
的
な
失
業
手
中
と
同
時
に
、
経

済
危
機
で
臓
を
失
っ
た
人
々
た
ち
の
た
め
の
公
的
扶
助
を
拡
大
す
る
こ
と
を
積
柿
的
に
推
進
し
た
。

こ
う
い
っ
た
状
況
の
中
、
両
則
的
な
法
案
が
制
定
さ
れ
た
c

そ
れ
は
、

一
九
九
九
年
八
月
二
日
に
制
定
さ
れ
た
国
民
基
慌
牛
活
保
障
法

で
あ
る
。
以
前
の
生
活
保
護
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
家
族
の
文
援
が
な
い
老
人
や
了
供
と
い
っ
た
特
定
の
グ
ル
ー
プ
に
一
公
的
給
付
を
与
え
る
も
の

で
あ
っ
た
の
に
大
使
、
金
大
山
政
権
が
推
進
し
た
凶
民
某
健
生
日
保
障
法
は
、
特
定
の
グ
ル
ー
プ
に
関
係
な
く
、
最
低
レ
ベ
ル
の
止
活
を
維

持
で
き
な
い
国
民
す
べ
て
に
公
的
給
付
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
c

し
た
が
っ
て
、
保
障
と
い
う
の
が
た
だ
た
ん
に
公
的
政
済
措
情
と
い
う

一
市

の
で
は
な
く
、
法
に
基
づ
い
た
社
会
権
と
し
て
定
義
づ
け
ら
れ
た
c

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
政
策
は
、
財
政
的
に
も
維
持
す
る
こ
と
が
厳
し
く
、
野
党
の
ハ
シ
ナ
ラ
党
か
ら
も
批
判
も
殺
到
し
、
「
料
相
病
」

一一川」

で
経
済
を
ま
た
悪
化
さ
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
懸
念
さ
れ
た
つ
ま
た
、
予
算
1
小
字
な
ど
を
根
拠
に
、
公
的
財
政
の
拡
大
を
都
続
す
る
と
破

jt;，土S8¥1.90)DO



綻
ま
で
に
山
よ
る
と
も
批
判
さ
れ
た
。

し
た
が
っ
て
、
金
大
山
大
統
領
は
、

一
九
九
九
年
八
月

K
H
の
波
乱
に
お
い
て
「
第
一
の
道
」
に
類
似
す
る
「
止
庭
的
福
祉
イ
ニ
シ
ア

テ
ィ
ブ
」
を
始
め
て
国
民
に
発
表
す
る
。
こ
こ
で
金
大
中
大
統
領
が
意
味
し
て
い
る
止
庭
的
福
相
ー
と
い
う
の
は
、
以
下
ー
と
し
て
定
義
し
て
い

る
C 

二
社
会
福
祉
を
基
本
的
人
権
と
し
て
訟
識
し
、
因
不
が
そ
れ
を
保
証
L
、
保
護
す
る
べ
き

一
一
)
生
産
的
価
制
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
は
、
「
仕
事
を
通
じ
た
い
伯
祉
」
と
い
う
原
料
が
前
提

一
二
)
生
産
的
福
相
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
お
い
て
、
社
会
福
祉
政
策
は
、
社
会
統
合
を
促
進
し
、
持
続
経
済
成
長
と
参
加
型
民
中
主
義
の
調

和
を
発
展
さ
せ
る
も
の
で
あ
る

金ι巾政権における「現代イじ」と社会政策 (2) 

よ
り
一
般
化
し
て
い
い
か
え
れ
ば
、
生
産
的
信
相
と
は
、
同
氏
の
牛
活
水
準
を
社
会
泥
炭
の
促
進
と
昌
の
公
平
な
配
分
に
よ
っ
て
改
普
す

る
こ
と
を
意
味
す
る
。

ま
た
、
金
大
中
大
統
領
は
、
社
会
保
峰
シ
ス
テ
ム
の
拡
大
の
た
め
、
年
金
制
度
も
改
川
甘
さ
し
た
。
従
米
川
九

G
万
人
l
y
二
一

O
万
人
の
農

民
・
漁
民
し
か
は
対
象
で
な
か
っ
た
の
が

0
0
0
万
人
の
白
常
業
、

そ
し
て
丘
人
以
下
の
従
業
員
が
所
属
す
る
会
社
の
人
達
も
対
象
と

な
り
、
ま
た
労
災
保
祉
に
つ
い
て
も
、
従
来
七

T
1
0一
力
人
の
労
働
者
(
五
人
以
上
の
従
業
員
が
γ

附
属
す
る
産
業
会
社
)

が
対
象
と
な
っ
た
の

が
、
一

0
0
0年
に
は
、
新
た
に
一
7

ハ
の
万
人

ま
た
、
金
小
人
中
政
権
が
取
り
組
ん
だ
改
本
ー
と
し
て
、
川
区
保
保
険
の
統
合
が
あ
げ
ら
れ
る
。
従
米
、
会
社
の
従
業
員
の
た
め
の
保
険
会
社
一

一
般
市
民
の
た
め
の
二
一
じ
の
地
点
保
険
会
は
れ
が
あ
っ
た
の
だ
が
(
公
務
員
、
教
員
は
ま
た
別
)
、
一
一
七
の
地

h
保
険
会
社
、

(
四
人
以
下
の
従
業
員
が
所
属
す
る
会
社
)
に
も
適
川
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
コ

四
二
析
と
、

公
務
口
、
と
教
員
の
保
険
を
担
当
す
る
統
台
さ
れ
た
糾
た
な
川
家
健
康
保
険
法
人

(
u
h
H
I
C
)
が
成
立
さ
れ
た
υ

二
0
0
0年
七
月
に
は
、

残
り
の
一
凶
一
社
も
統
合
さ
れ
た
。
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"見

以
上
、
簡
単
に
金
大
中
政
権
発
足
川
後
の
社
会
状
況
と
そ
の
対
応
を
ま
と
め
て
み
た
っ

で
は
、
金
大
巾
が
と
っ
た
対
応
策
に
根
民
に
あ
っ

た
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
は
い
っ
た
い
な
ん
だ
っ
た
の
か
を
、
大
統
領
就
伴
以
前
か
ら
の
令
大
巾
氏
の
思
惣
背
景
を
探
り
、
ど
、
つ
い
っ
た
選
挙
公

ー込
i師

約
が
掲
げ
ら
れ
、
そ
し
て
就
任
後
、
政
権
の
日
一
体
的
な
課
題
ー
と
し
て
ど
う
形
作
ら
れ
て
い
っ
た
か
、
そ
れ
に
対
す
る
社
会
の
反
応
は
い
か
が

な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
次
節
で
分
析
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
じ

第
一
節

金
大
巾
の
思
想
背
渋

金
大
中
の

「
生
産
的
福
祉
」

へ
の
ピ
ン
ョ
ン

こ
れ
ま
で
金
大
巾
政
梓
が
推
進
し
た
社
会
保
防
制
度
の
構
築
・
拡
大
政
策
に
つ
い
て
説
明
し
て
き
た
が
、
こ
う
し
た
政
策
の
背
呆
に
は
、

余
大
統
領
個
人
の
そ
れ
ま
で
に
片
わ
れ
た
思
想
的
理
念
が
あ
る
こ
と
を
肴
過
で
き
な
い
コ
軍
事
政
権
卜
に
お
い
て
は
、
抑
圧
的
な
政
ー
附
へ
の

批
判
を
続
け
、
民
主
化
運
動
に
お
い
て
は
、
有
野
知
識
人
と
し
て
活
躍
し
、
民
、
γ

工
化
以
降
に
お
い
て
は
、
野
党
ー
と
し
て
、
常
に
政
府
の
保
守

的
政
策
に
批
判
を
加
え
て
き
た
じ
そ
の
金
大
中
が
選
挙
に
中
選
し
た
時
、
序
論
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
多
く
の
報
道
機
闘
も
注
目
し
た
じ
金

大
中
は
、
「
準
備
さ
れ
た
大
統
領
」
と
し
て
多
く
の
人
に
品
望
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

金
大
中
は
、
「
川
氏
の
政
府
」
と
口
ら
の
政
権
を
称
し
、

そ
の
概
念
の
も
と
で
、
金
融
危
機
を
克
服
す
る
と
と
も
に
、
新
た
な
韓
国
社
会

と
政
府
の
あ
り
方
を
追
求
す
る
こ
と
に
尽
力
し
た
。
金
大
統
領
は
、
金
融
危
機
以
降
、

I
M
F
の
要
望
に
即
し
て
改
芋
を
進
め
つ
つ
、
も
う

方
で
は

「
成
長
第
主
義
」
を
掲
げ
て
き
た
政
権
と
は
明
確
に
異
な
っ
た
改
革
を
促
進
し
、

I
M
F
の
要
望
以
上
の
社
会

い
ま
ま
で
の

保
防
制
度
を
構
築
し
よ
う
と
試
み
、
就
任
後
は
、
そ
の
改
草
の
ベ
ー
ス
と
な
る
「
ヰ
産
的
福
祉
」
概
念
を
構
築
し
た
の
で
あ
る
つ

し
か
し
、
こ
う
し
た
政
策
は
、
金
融
危
機
や

I
M
F
か
ら
の
安
請
が
あ
っ
て
始
め
て
形
成
き
れ
た
政
策
刑
判
念
と
は
考
え
が
た
い
っ
実
際
、

jt;，土58(1-92):>2



大
統
領
就
粁
以
前
に
執
筆
し
た

h

大
衆
参
加
経
済
論
'
と
い
う
の
昔
世
田
の
中
で
、
金
は
、
社
会
政
依
の
重
要
性
、
そ
し
て
そ
の
改
善
に
関
す

る
以
一
卜
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
既
に
提
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

第
に
、
全
同
民
が
人
間
的
な
生
れ
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
再
分
配
的
福
祉
を
基
本
的
に
拡
大
す
る
こ
と
。
普
遍
的
な
公
共
扶
助

政
策
を
形
成
し
、
ま
た
社
会
保
険
も
す
べ
て
の
同
氏
が
恵
み
を
受
け
る
よ
う
に
改
苦
し
、
あ
わ
せ
て
相
税
制
度
の
改
革
を
通
じ
て
所
得
-
再
分

配
を
改
善
さ
せ
て
い
く
こ
と
っ

第
一
に
、
社
会
投
資
的
観
点
か
ら
福
祉
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
c

紅
会
的
保
護
も
重
要
で
は
あ
る
が
、
今
後
、
知
識
産
業
社
会
に
お
い
て
国

民
を
什
会
的
危
機
か
ら
積
極
的
に
保
護
し
て
い
く
ト
刀
法
は
、
人
的
資
源
を
刷
発
し
、
白
活
能
力
を
促
す
こ
と
で
あ
る
。
福
相
は
単
純
な
所
得

移
転
で
は
な
く
、
能
力
と
機
会
の
移
動
を
ふ
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
c

金ι巾政権における「現代イじ」と社会政策 (2) 

第
二
に
、
生
産
過
程
を
通
し
た
分
配
的
制
付
を
強
化
す
る
こ
と
。
勤
労
者
が
生
川
の
安
定
と
財
産
形
成
、
そ
し
て
『
止
化
ヰ
活
を
字
受
す
る

た
め
に
は
、
参
加
の
機
会
を
丙
め
、
そ
れ
に
よ
る
公
正
な
保
怖
を
偲
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
ロ
勤
労
者
某
本
法
を
通
し
て
従
業
員
の
も
ち

株
制
と
成
果
配
分
を
促
進
し
、
非
正
規
労
働
者
、
中
小
企
栄
勤
労
有
の
福
祉
を
、
企
業
の
裁
量
で
は
な
く
、
凶
{
永
の
政
策
支
援
ー
と
し
て
後
押

し
を
す
る
こ
と
が
必
要
だ
c

最
後
に
、
国
民
の
生
川
の
貨
を
川
上
さ
せ
る
福
相
を
志
附
す
る
こ
と
。
単
に
基
本
的
生
活
の
課
題
に
対
応
す
る
村
祉
で
は
な
く
、
同
民
の

全
般
的
な
牛
活
水
準
を
向
上
き
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
コ
健
康
な
牛
活
が
で
き
る
よ
う
に
国
民
健
原
保
険
を
制
度
化
き
せ
、
快
適
で
か
つ

安
全
な
環
境
で
H

持
ら
せ
る
よ
う
に
し
、
止
命
が
山J
宣
さ
れ
る
の
会
を
つ
く
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
文
化
的
に
余
裕
の
あ
る
生
活
を
享
受
で

一回

き
る
祈
会
的
・
経
済
的
制
度
を
改
善
す
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
じ

以
上
の
よ
う
に
、
最
大
の
課
題
は
、
再
分
配
を
強
化
し
た
同
氏
の
牛
活
水
準
の
向
上
と
、
口
川
能
力
を
強
化
し
、
そ
れ
を
持
続
さ
せ
る
こ

と
で
あ
っ
た
つ
ま
た
、
歴
代
大
統
領
も
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
金
大
巾
に
と
っ
て
も
、
韓
国
が
世
界
ぷ
m
に
達
す
る
こ
と
、

つ
ま
り
先
進

北法58U -93) 93 



"見

国
の
仲
間
入
り
を
す
る
こ
と
は
、
重
市
古
な
安
素
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
つ
「
こ
の
よ
う
に
私
た
ち
の
努
力
が
実
る
の
で
あ

北法58(l・94)D4

ー込
i師

れ
ば
、
過
去
韓
同
の
高
度
成
長
に
対
す
る
世
界
が
川
円
し
て
い
た
よ
う
に
、
成
長
と
分
配
の
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
た
社
会
の
典
却
を
剣
山
刊
し
た

モ
デ
ル
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
碓
信
し
て
い
ま
す
」
。

一
.
金
大
中
大
統
領
候
補
選
挙
公
約
と
一

0
0大
課
題

立
候
補
し
た
コ
だ
が
、
こ
の
選
挙
で
は
や
ぶ
れ
、
そ
の

ふ
た
た
び
ハ
ン
ナ
ラ
党
の
字
会
昌
候
補
と
戦
う
こ
と
に
な
る
。
民
主
党
は
、
へ
手
探
垣
に
基
探
が
あ
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
地

域
密
看
型
の
政
党
で
あ
っ
た
が
、
金
泳
一
政
権
卜
で
の
与
党
に
対
す
る
不
満
が
、
野
党
で
あ
る
氏
王
党
支
持
に
川
か
っ
た
仁
民
ム
丁
党
候
補
で

そ
の
内
容
と
し
て
や
は
り

I
M
F
克
服
と
世
界
4
強
が
胃
頭
に
掲
げ
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
内
科
を
確
認

一
九
九
一
年
の
大
統
領
選
挙
に
お
い
て
、
九
市
大
中
は
、
民
、
土
党
の
候
補
と
し
て
、

次
の
大
統
領
選
で
、

あ
っ
た
金
大
巾
の
選
挙
公
約
は
、

す
る
と
、
実
に
政
治
の
腐
敗
問
題
、
中
小
企
業
の
拡
大
、
良
判
・
漁
村
へ
の
子
当
て
、
労
使
問
題
の
克
服
、
社
会
制
祉
制
度
の
構
築
、
そ
し

て
久
性
問
題
に
ふ
亙
る
ま
で
、
韓
国
社
会
の
根
幹
問
題
に
言
及
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
特
に
こ
こ
で
注
目
し
た
い
点
は
、
福
相
政
策
構
築
、
労

使
問
題
克
服
、

そ
し
て
女
作
問
題
に
関
す
る
公
約
で
あ
る
c

は
じ
め
に
、
相
祉
に
つ
い
て
、
金
大
中
候
補
は
、
社
会
開
花
五
ヵ
年
計
山
を
樹
止
す
る
こ
と
を
約
束
し
た
。
信
相
子
皆
川
に
闘
し
、

毎
年
二
O
%
を
増
強
す
る
こ
と
を
表
明

L
、
日
ハ
体
的
な
政
後
と
し
て
は
、
医
療
保
険
の
合
問
、
全
国
民
健
康
保
険
制
反
の
導
入
、
公
的
年
金

ま
ず
、

制
度
の
合
併
、
倣
在
年
金
制
の
拡
大
、
そ
し
て
防
出
口
人
牛
補
助
手
当
て
を
一

C
M
ウ
ィ
ン
に
値
上
げ
こ
と
を
約
束
し
た
の
で
あ
る
。

次
に
、
(
一
)
女
性
問
題
に
関
し
て
は
、
比
例
代
表
制
で
の
女
性
の
配
分
を
考
慮
し
、
一
O
%
の
叩
り
巾
l
て
制
度

(
C
E
Z
)
を
導
入
す

る
こ
と
を
選
挙
時
に
掲
げ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
政
府
の
重
要
委
員
会
の
参
k
J
比
率
も
ニ
ロ
%
を
維
持
す
る
こ
と
に
し
、
公
共
部
門
の
女
件

北
京
を
二
O
%
一
O
%
ま
で
増
加
さ
せ
る
こ
と
を
似
く
約
束
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
具
体
的
な
制
度
と
し
て
は
、
男
女
分
離
す
体
制
を



防
止
し
、
産
前
休
暇
を
一
週
に
拡
大
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
育
児
休
職
千
ψ
l
て
を
制
度
化
し
、
有
給
胎
児
検
診
休
暇
制
度
を
導
入
す
る
こ

と
を
約
束
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
種
々
の
還
挙
公
約
に
つ
い
て
は
、
山
町
l
選
品
段
、
金
大
巾
次
期
政
権
の
閣
僚
で
形
成
さ
れ
た
「
大
統
領
職
引
受
委
員
会
」
が
、
金

大
中
政
権
の
「
一

0
0大
課
題
」
と
し
て
と
い
り
ま
と
め
、
メ
デ
ィ
ア
に
正
式
に
発
表
し
た
の
で
あ
る
c

信
相
政
策
に
闘
す
る
課
題
と
し
て
は
、
常
に
川
問
題
と
さ
れ
て
き
た
牛
活
の
質
の
向
上
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。
生
活
の
貨
を
高
め
る
宿
付
行

政
の
改
善
と
し
て
揚
げ
ら
れ
た

U
椋
は
以
卜
の
と
お
り
で
あ
る
c

(
)
低
所
得
層
、
老
人
、
障
常
者
な
ど
社
会
的
脆
弱
階
層
に
対
す
る
福
相
拡
大

一
)
川
民
健
康
保
障
の
た
め
に
が
療
保
険
制
度
を
改
苦

金ι巾政権における「現代イじ」と社会政策 (2) 

(
二
)
老
後
生
活
保
障
の
た
め
に
凶
民
年
金
制
度
を
改
普

(
四
)
事
前
予
防
的
健
康
管
理
体
系
の
強
化
と
医
薬
品
の
安
全
性
停
保

4
)
健
全
な
家
庭
儀
礼
及
び
飲
食
f
J

人
化
の
定
者

他
点
、
久
作
問
題
に
関
す
る
課
題
と
し
て
は
、
男
女
が
平
等
に
仕
事
を
す
る
社
会
を
形
成
す
る
こ
と
が
重
要
説
題
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い

た
。
特
に
(
二
男
女
平
手
社
会
の
構
築
の
た
め
の
差
別
的
制
度
、
慣
行
の
改
善
そ
し
て

一
一
)
女
性
の
一
層
川
促
進
及
び
地
位
向
上
、
が
記

載
き
れ
て
い
た
。

「
生
琵
的
福
祉
」

の
理
念

山
界
も
い
一
汗

U
す
べ
き
「
生
産
的
福
相
」
と
は
い
っ
た
い
な
に
か
。

金
大
中
大
統
領
が
、
「
生
産
的
福
祉
」
と
い
う
一
戸
東
を
初
め
て
使
用
し
た
演
説
は
、

一
九
九
九
年
八
月
一
烹
日
の

「
八
・
一
立
光
復
節
度

北法58U -95) 9;; 



"見

侃
の
辞
」

で
あ
る
υ

ー込
i附

(
前
略
」
公
止
な
課
税
を
通
じ
て
経
済
的
・
社
会
的
正
義
を
実
現
す
る
{
税
制
改
川
i

の
志
本
に
な
る
「
金
融
所
得
総
合
ぷ
税
一
の
実
現
を
推
進
す
る
η

変
則
的
な
存
続
や
贈
与
に
よ
る
寓
の
不
当
な
譲
渡
が
な
く
な
る
よ
う
に
、
税
制
を
改
正
し
て
い
く
J

不
当
な
所
得
・
脱
税
に
対
し
て
は
、
厳
重
な
懲

訪
を
認
し
て
い
く
つ
も
り
で
あ
る
。
ま
た
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
悦
負
担
を
減
ら
し
、
以
内
所
得
陪
出
の
所
得
減
に
つ
い
て
も
、
透
明
性
の
高
い
も
の
に

し
て
い
く
ο

絶
対
多
数
の
国
民
が
中
山
階
憎
に
な
れ
る
よ
う
努
め
る
。
中
産
階
屑
の
育
成
と
庶
民
ぺ
活
の
一
同
L
L

を
目
標
と
し
、
人
間
間
同
党
中
し
の
ぺ

注
的
仙
朴
政
策
を
積
極
的
に
行
っ
て
い
た
「
同
氏
本
縫
岸
川
保
障
比
一
が
同
会
で
叫
決
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
基
礎
生
活
ぷ
準
以
卜
の
す
べ
て

の
凶
民
に
、
生
前
・
教
育
-
院
惟
な
ど
の
基
本
的
な
川
活
を
、
制
度
と
し
て
保
障
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
助
万
能
力
や
意
欲
の
あ
る
凶
民
に
は
、

職
業
訓
練
と
障
害
教
育
の
機
会
を
提
供
し
、
そ
れ
に
見
台
、
つ
雇
用
の
坊
を
見
つ
け
山
せ
る
よ
う
に
援
助
す
る

同
齢
者
、
病
弱
者
、
両
親
の
い
な
い

，
ナ
仇
な
ど
社
会
的
弱
者
に
対
す
る
関
心
と
よ
又
援
を
大
幅
に
広
げ
、
時
骨
折
の
一
一
併
同
ヤ
リ
ハ
ビ
リ
テ

1
ン
ヨ
ン
を
促
進
す
る
た
め
の
法
律
と
制
度
を
格

備
す
る
。
医
佐
保
険
・
雇
用
保
険
・
同
川
氏
年
金
・
労
災
保
険
な
ど
四

K
保
険
制
度
を
一
五
工
に
制
反
化
し
、
同
川
氏
が
生
涯
交
心
し
て
砕
ら
せ
る
よ
う
に

(間一

社
会
保
障
制
度
を
砕
止
す
る
(
省
略
)

J

金
大
巾
は
こ
の
演
説
で
、
初
め
て
「
止
産
的
価
制
」
と
い
う
概
念
を
使
用
し
、
本
格
的
な
包
括
的
社
会
信
相
政
策
を
促
し
た
コ
ま
た
、
上

記
の
演
況
に
も
あ
る
よ
う
に
、
医
療
保
険
・
厚
用
保
険
・
国
民
年
金
・
労
災
保
険
の
制
度
化
が
、
重
史
認
問
と
し
て
掲
げ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
内
容
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
「
生
崖
的
制
制
」
と
い
う
概
念
に
含
ま
れ
る
日
八
体
的
要
ぷ
を
ま
と
め
て
お
こ
う
c

そ
れ
は
、

(
二
公

正
な
山
場
秩
序
砕
i

げ
を
通
じ
た
分
配
、

一
二
同
家
に
よ
る
再
分
配
的
栴
付
、

(
二
)
口
活
を
l
止
援
す
る
た
め
の
社
会
的
投
資
、

(
山
)
生
活

の
質
向
上
の
た
め
の
投
資
拡
大
、

五
)
持
続
叫
能
な
発
展
と
反
映
の

l
ム
口
構
築
、

7

ハ
)
生
産
的
福
祉
理
念
の
世
界
的
な
何
値
の
実
現
、

jti土S8U.Do)D6
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い
う
ー
ハ
占
山
に
要
約
で
き
よ
う
っ
こ
の
金
大
統
領
の
れ
本
概
念
と
し
て
の
生
産
的
福
相
」
概
念
を
理
解
し
た
卜
で
、
金
大
統
領
が
設
定
し
た
日

椋
(
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
)

に
つ
い
て
、
筆
者
な
り
に
繋
即
し
て
い
き
た
い
。

ト
述
の
よ
う
に
、
金
融
危
機
以
絞
、
最
優
先
に
推
進
さ
れ
た
の
は
、

セ
ー
フ
テ
ィ

l
・
ネ
Y

}
の
構
築
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
最
重
要
説

題
と
し
て
推
進
さ
れ
、
金
大
中
が
力
を
注
い
だ
の
は
、

I
M
F
援
助
へ
の
対
処
で
あ
っ
た
ι

つ
ま
り
、
本
章
の
第
一
節
一
で
も
述
べ
た
よ
う

に、

I
M
F
が
提
示
し
た
金
融
政
策
、
財
政
政
策
に
関
し
て
は
、

I
M
F
の
指
示
通
り
お
こ
な
う
必
安
は
あ
っ
た
が
、
こ
れ
を
川
民
に
理
解

さ
せ
る
た
め
、
「
T
M
F
を
利
用
す
る
」
と
い
う
ー
止
脈
を
川
意
し
て
国
民
に
説
明
し
た
の
で
あ
る
c

し
か
し
、
他
ん
で
は
、
労
働
政
策
を
合

む
福
相
に
関
す
る
指
一
不
に
刻
し
て
は
、

I
M
F
の
要
求
以
上
の
も
の
を
構
築
し
よ
う
ー
と
し
た
の
で
あ
る
、
金
大
巾
ー
と
し
て
は
、

I
M
F
に
上

手
に
対
処
し
な
が
ら
、
他
方
で
国
民
へ
の
説
明
責
粁
と
し
て
、

I
M
F
の
指
示
通
り
に
す
れ
を
利
用
し
て
改
革
を
進
め
て
い
く
こ
と
を
強
調

金ι巾政権における「現代イじ」と社会政策 (2) 

し
つ
つ
、
し
か
し
同
時
に
、
晦
国
独
f

口
の
も
の
、
韓
国
白
身
が
成
し
遂
げ
た
社
会
科
祉
の
拡
大
と
い
う
も
の
か
ら
、
国
民
に

I
M
F時
代
を

説
明
し
よ
う
と
し
た
も
の
だ
と
も
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
、
っ
。

I
M
F
か
ら
の
要
求
を
、
単
な
る
押
し
付
け
と
し
て
で
は
な
く
、

ン
ス
を
と
り
な
が
ら
国
内
政
治
化
し
て
い
っ
た
も
の
と
も
思
え
る
c

そ
の
た
め
、
と
り
わ
け
川
大
社
会
保
険
(
国
民
年
金
、
一
層
川
保
険
、
医

新
保
険
、
産
業
災
害
保
険
)
を
充
，
え
さ
せ
、
高
齢
者
、
障
害
者
、
女
性
、
児
童
ら
の
対
す
る
福
相
サ
ー
ビ
ス
を
拡
大
す
る
必
要
が
あ
り
、

ハ
ノ
手
一
、
ノ
手
}
ふ
ia
、

σ
7
M
l
l
 
や
は
り
社
会
福
付
を
提
供
す
る
公
務
員
や
一
雇
用
セ
ン
タ
な
ど
を
泊
や
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
つ

金
大
巾
が
重
要
課
題
で
あ
る
と
認
ぶ
し
て
い
た
諌
題
は
、
以
卜
の
川
点
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
二
)
社
会
的
セ

1
7
テ
f
l
-

(
二
)
後
進
的
什
会
福
相
政
策
の
克
服
、

(
四
)
持
続
可
能
な
福
祉
シ
ス
テ
ム
の
構
築
、

ネ
ソ
ト
構
築
、

一
)
福
相
の
け
叫
化
、

で
あ
る
。

で
は
、
金
の
政
策
の
シ
ン
ボ
ル
と
も
百
え
る
、

九
九
九
咋
八
月
五

H
の
治
説
で
な
場
し
た
生
産
的
福
制
論
の
形
成
過
程
に
つ
い
て
は
、

そ
こ
に
お
い
て
そ
の
理
念
の
体
系
化
が
「
れ
わ
れ

七
月
に
大
統
領
、
秘
書
d

主
内
に
設
け
ら
れ
た
「
生
活
の
質
向
上
企
山
団
」

の
役
割
が
重
要
で
、

た
の
で
あ
っ
た
。

パ一フ
，ヲ
ピ
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生
産
的
制
祉
の
理
念
は
、
も
ち
ろ
ん
政
治
的
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
い
う
側
而
も
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
理
念
が
、
体
系
的
に
考
え
ら
れ
た
も

ー込
i師

の
で
あ
っ
た
と
い
う
の
も
確
か
で
あ
る
。
牛
産
的
福
祉
の
基
本
科
学
と
し
て
は
、
(
二
権
利
と
し
て
の
1

侃
判
、
(
一
)
働
く
権
利
の
保
障
、
(
二
)

(a)
川
民
廿
柄
本
生
活
の
保
障
、

そ
の
具
、
体
的
な
政
策
の
方
向
と
し
て
、

(b)
臓
を
通
じ
た

社
会
連
帯
の
強
化
の
一
点
で
あ
る
c

そ
し
て
、

(
C
)

生
活
の
質
的
向
卜
の
た
め
の
恭
盤
構
築
、
と
い
う
一
占
が
あ
げ
ら
れ
る
c

こ
れ
ら
を
推
進
す
る
戦
略
と
し
て
は
、

公
正
な
山
場
秋
ザ
の
確
リ
、
(
一
)
川
家
に
よ
る
同
分
配
制
祉
、
(
一
今
)
口
活
の
た
め
の
社
会
的
投
資
が
あ
げ
ら
れ
て
い
た
。

戸
川
川
」

こ
の
よ
う
な
こ
と
が
実
行
き
れ
た
と
き
、
生
産
的
福
祉
が
実
現
き
れ
る
、
と
想
定
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

福
祉
実
現
、

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
令
大
巾
は
「
止
産
的
福
相
」
を
民
圭
下
義
ー
と
?
山
坊
経
済
に
昨
ぶ
国
政
理
念
の
ひ
と
つ
ー
と
し
て
位
置
付
け
、
ま
た
、

国
民
の
す
べ
て
が
市
場
経
済
活
肋
に
公
平
に
参
加
し
、
そ
の
利
誌
を
分
配
す
る
こ
と
の
で
き
る
社
会
を
実
現
し
、
そ
し
て
白
活
能
力
が
あ
る

民

階
層
に
対
し
て
職
場
を
提
供
す
る
と
い
っ
た
理
念
を
、
八
市
は
重
要
な
基
準
と
し
て
待
ち
合
わ
せ
て
い
た
こ
と
を
確
認
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

金
大
巾
の
社
会
福
祉
へ
の
こ
だ
わ
り
、
政
治
家
と
し
て
特
別
な
思
い
入
れ
は
、
大
統
拍
就
任
以
前
か
ら
持
っ
て
い
た
料
念
・
理
想
某
づ
く

も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、

そ
れ
は
一
九
九
九
年
あ
た
り
か
ら
具
体
化
、
体
系
化
き
れ
て
い
っ
一
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
金
融
危
機
を
経
験

し、

I
M
F
に
媛
肋
を
要
訂
し
た
捜
凶
が
、
こ
の

I
M
F
の
介
人
に
つ
い
て
自
ら
が
そ
れ
を
ど
う
詳
何
し
、
そ
れ
と
と
う
付
き
台
っ
て
い
く

の
か
と
い
う
問
い
が
、
そ
う
し
た
即
念
の
形
成
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
間
追
い
な
か
ろ
う
っ
理
念
は
従

ymか
ら
有
し
て
い
た
に
せ

よ
、
金
大
中
の
刊
帯
的
な
政
策
形
成
は
、

I
M
F
へ
の
対
出
を
中
心
に
な
き
れ
た
と
い
っ
て
も
過
一
言
で
は
な
い
。
金
融
・
財
政
改
革
を
強
い

I
M
F
以
L
L

の
水
準
で
実
施
す
る
こ
と
を
川
民
に
約
束
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
白

ら
の
政
権
を
位
置
付
け
て
い
っ
た
c

そ
し
て
、
同
内
で
バ
ラ
ン
ス
を
と
り
な
が
ら
、
園
内
の
支
持
基
燃
を
拡
大
し
て
い
く
た
め
、
山
氏
川
体

ら
れ
た
一
ん
で
、
余
ト
人
中
は
、
社
会
福
祉
に
関
し
て
は
、

や
運
動
家
と
積
祢
的
に
議
論
を
『
父
わ
し
、
理
解
を
求
め
、
ま
た
深
め
よ
う
と
し
て
い
っ
た
υ

鵠
凶
に
お
け
る
市
民
凶
休
の
強
い
影
響
力
に
つ

い
て
は
、
金
大
山
政
権
が
そ
の
基
幣
を
作
っ
た
と
い
え
る
つ

jt;，土58(1-98)D8



第
一
節

金
大
巾
の
参
両
相
祉
の
ビ
ジ
ョ
ン

金
大
巾
政
権
は
、
特
に
こ
の
論
丈
で
扱
っ
て
い
る
福
祉
問
題
や
ジ
エ
ン
ダ

l
問
題
に
関
す
る
隊
々
な
特
別
委
員
会
を
設
け
る
こ
と
に
尽
力

し
た
じ
山
氏
団
体
ヤ
運
動
家
と
政
府
と
の
闘
の
パ
ー
ト
ナ
ー
ン

y
ブ
を
図
ろ
う
と
い
う
そ
の
方
向
件
は
、
金
大
中
白
身
の
い
ま
ま
で
の
す
野

知
識
人
と
し
て
の
経
験
、
そ
し
て
、
支
持
品
盤
の
確
保
な
ど
と
い
っ
た
こ
と
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
し
か
し
、

い
ま
ま
で
の
政
権

よ
り
併
採
な
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
y
。
フ
を
阿
っ
た
こ
と
は
確
か
な
が
ら
、
微
妙
に
距
離
を
お
い
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
い
う
た

ノ

必

L

J

余
大
中
の
試
み
は
、
今
の
虚
武
鉱
政
権
下
に
お
け
る
山
氏
岡
体
と
の
連
携
の
基
採
に
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
を
説
明
す
る

こ
と
は
亘
安
で
あ
る
c

ま
た
、
韓
国
に
お
け
る
「
世
界
様
準
」
ヤ
「
真
の
先
進
国
」
な
ど
と
い
っ
た
目
標
に
、
金
大
中
も
ま
た
敏
感
で
あ
っ

金ι巾政権における「現代イじ」と社会政策 (2) 

た
こ
と
は
、
事
実
で
あ
る
。
こ
の
占
は
、
彼
の
詰
世
田
か
ら
も
確
認
で
き
る
。

本
節
で
は
、
金
大
巾
の
参
両
福
祉
と
い
う
ビ
ジ

ョ
ン
に
焦
点
を
当
て
つ
つ
、
彼
が
拙
い
た
参
加
と
協
力
に
よ
る
共
同
体
の
構
築
と
、
生
存
保

的
福
相
比
進
の
、
土
休
ー
と
し
て
の
民
間
の
役
割
強
化
と
い
う
ア
イ
デ
ア
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
こ
の
作
業
に
よ
っ
て
、
金
大
巾

政
権
の
特
徴
を
示
し
な
が
ら
も
、
虚
武
山
政
政
権
と
の
連
続
性
も
あ
わ
せ
て
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
じ

金
大
巾
は
、
自
ら
の
牛
産
的
福
祉
の
推
進
主
体
を
民
同
部
門
に
委
ね
、

そ
の
役
割
を
強
化
す
る
こ
と
こ
そ
が
生
産
的
信
相
を
達
成
す
る
と

刀
法
だ
と
考
え
て
い
た
コ
そ
の
た
め
に
は
、
「
従
来
受
動
的
な
政
策
の
対
象
と
し
て
み
な
き
れ
て
い
た
民
間
部
門
が
、
能
動
的
な
政
策
決
定

(m-

者
ー
と
し
て
の
?げ
一
坊
や
、
執
行
上
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
、
政
府
と
一
体
ー
と
な
っ
て
定
の
役
割
分
却
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
た
。

ま
た
、
「
生
産
的
福
祉
の
主
要
財
源
負
担
者
で
あ
る
企
業
や
労
働
組
合
は
、
生
産
的
福
祉
政
策
が
合
用
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
主
要
政
策
決

(
省
略
)
市
民
社
会
団
体
、
宗
教
団
体
な
と
は
地
域
社
会
内
の
多
様
な
ニ
ー
ズ
を
見
出
し

て
、
そ
れ
を
政
策
の
方
針
と
し
て
提
起
す
る
と
と
も
に
、
公
共
分
野
で
は
取
り
扱
い
に
く
い
特
殊
な
問
題
な
ど
の
解
決
の
た
め
に
地
域
社
会

定
過
血
性
に
積
極
的
に
参
加
す
べ
き
で
あ
り

北法S8U開):19 
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rm 

の
同
党
的
な
参
加
を
促
す
な
ど
、
公
共
部
門
と
の

U
全
な
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ァ
ブ
を
形
成
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
王
張
し
て
い
る
つ

金
大
巾
が
特
に
強
調
し
た
部
分
は
、

巾

R
M体
の
積
極
的
活
動
で
あ
っ
た
υ

巾
民
回
体
は
、
政
府
の
役
人
な
ど
が
見
落
と
し
が
ち
な
地
域

ー込
i師

の
特
殊
な
問
題
群
な
と
を
提
起
し
て
く
れ
る
方
、
そ
の
活
動
が
地
域
住
民
の
白
党
的
な
参
加
を
促
す
役
割
を
も
担
う
こ
と
が
組
定
き
れ
て

い
た
じ
金
大
中
が
市
に
心
が
け
て
き
た
社
会
的
干
等
、
あ
る
い
は
弱
者
の
声
に
耳
を
傾
け
そ
れ
を
政
府
に
訴
、
え
る
こ
と
に
つ
い
て
、
市
民
団

休
の
川
山
動
が
期
作
さ
れ
て
い
た
υ

こ
う
い
っ
た
考
え
方
は
以
上
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
υ

市
民
間
体
は
、
公
共
部
門
が
見
逃
し
ゃ
す
い
疎
外
附
層
の
問
題
に
対
す
る
社
会
的
認
識
が
布
く
、
地
域
住
民
の
活
動
を
組
純
化
で
き
る
い
い
発
的
な

判
休
で
も
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
わ
が
同
の
市
民
団
体
は
地
域
別
に
そ
の
活
動
程
度
に
情
差
が
あ
り
、
専
門
性
と
効
率
性
に
お
け
る
事
業
遂
行
能
力
で

は
十
分
な
信
服
を
得
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
巾
封
川
休
が
ぺ
産
的
福
相
の
実
質
的
パ
!
?
ナ
ー
と
し
て
の
絞
能
を
遂
行
す
る
た
め
に
は
、
よ

り
臼
動
な
専
門
性
と
技
術
の
川
L
L

を
凶
り
、
緊
所
在
地
域
ネ
y
ト
ワ
1
ク
を
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
意
思
決
定
の
構
造
を
一
本
化
し
、
福
相
資

加
の
効
率
的
な
活
用
、
ン
ス
テ
ム
を
構
築
す
べ
き
で
あ
ろ
う
{

政
府
は
、
巾
民
間
体
に
日
動
を
支
援
す
る
こ
と
に
よ
り
、
牛
産
的
福
祉
政
策
の
効
中
的
通
川
を
は
か
る
た
め
の
イ
ン
フ
ラ
を
柄
捺
し
て
い
く
。
特

に
、
非
営
利
民
間
悶
体

(
N
P
O
)
文
援
法
を
甲
期
に
制
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
市
民
団
体
が
社
会
の
多
ん
耐
で
想
像
刈
を
発
揮
で
き
る
よ
う
に

市支
民援
十十 L 
会て
団い
体く
が言十
画
生で
件あ
EYJ る
福
祉ま
とた
問減
連税
し措
tc 置
事な
米と
をに
白よ
i る
的寄
仁 イサ
ナ作 fy 
j邑の
し有
亡がJ
いな

ワ活。 m
J: ti: 
つど
午川
又ドヂ

j是 65
しに
ても

三界
た有E
L、'''，
υ 社
ム
ヱミ

町」
責
任
と
透
明
引
を
備
え

た

以
上
の
引
用
文
で
確
認
で
き
る
よ
う
に
、
金
大
中
は
、
ー
山
氏
同
体
の
積
祢
的
な
参
加
を
望
む
と
と
も
に
、
そ
の
参
加
を
支
援
す
る
イ
ン
フ

ラ
憐
築
に
積
極
的
に
取
り
組
も
う
と
し
て
い
た
。
牛
耳
性
的
福
祉
の
m
叫
ん
る
に
お
け
る
市
民
凶
休
の
参
加
の
重
要
性
を
強
調
す
る
と
同
時
に
、
地
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金ι巾政権における「現代イじ」と社会政策 (2) 

(
邸
)
-
百
戸
ロ
ミ
ミ
ロ
喜
三
「
ご
Sヱヘ
E
目
白

E
h
z
h
R
吋
言
、
~
yき貯

(H也、可寸ロロ(HHCXO)

(
山
山
)
Z
E
-
m
W
4
4
5
d
丘
一
坦
岱
酌

(
川
)
韓
阿
開
発
防
、

a産
業
政
策
基
本
調
題
支
援
施
策
改
編
ん
案
「
(

(
附
)
前
掲
υ

(
川
)
Z
2
K
「
円
三
甘
片
品
一
マ
主
主
主
叫
去
、
守
町
三
ミ
ミ
E
濯
、
去
、
田
5
5た
E
2
5
丘
(
~
ミ
ミ
尽
な
S
K
主
宰
」
日
ミ
ー
=
(
Z
吋
m
E
n召
P
5
2
)
勺

3

5
や

叶

(
瑚
)
出
戸
口
七
ケ
門
戸
口
口
出
志
向
お
ド
コ
-
r
AP
込山戸
ーァ
p
p
h
己
-
ロ
ド
タ
-
J
EV門
司
C
E
「
R
P
-
同
n
c巴
C同HH叱〔)【〉と戸弘「自己戸戸

HP
F
ケ
O
H
U
∞
(
]
一
3
2
H
白
山
戸
℃
『
巨
ロ
ロ
門
戸
ぬ
尚
三
A
-
h
J
F
巳

ozz

」5HRさ句。。HS3N同町、。日同町、応誌へhh-hH」vh句咋也、定之内刊誌、悼むさお~U1も~UUも(円
ωヨ
σ司
一
斗
問
。
一
一
戸
コ
寸
空
己
一
コ
己
}
丹
口
君
叫
{
)
司
一
=
↓円。-=220コ
ω一一)mW41c刀ヨ命コ丹包コ斗

F
V
M
Z
ロ
2
0
Z
v
E
J
E
E
E
E
F
F
J
H
3
2
)
粁
消
h
r
-
由
院
、
経
済
fU害
-
(
九
八
三
年
)
一
利
冗
六
九
良

(
山
川
)
出
立
℃
7
2
『
F
E
3
「
己
戸
=
己
円
r
z
コ
尚
『
コ
Z
c
c
コ
ザ
『
コ
E
-
z
z
c
コ
初
白
コ
《
一
河
内
C
-
Z
ヨ
三
旬
C
ご
門
司
↓
Y
2
3
戸
コ
己
戸
間
C
Z
戸
口
円
5々
印

z
r
ペ
ヨ
コ
ぜ
こ
礼

』
J
へ
L
N
R
H
2
7
Z
品
目
ロ
O
K
)
む
【
E
N
H
(
)
山
斗
同
町
出
ね
ぬ
ω
円斗ロロ仏門いo=ドドド
ω
(
戸中Ch肝
)

(
川
)
経
済
h
r
両
院
、

h

経
済
内
書
L

(

一
九
八
凶
年
)
一
一
九
一
一
一
一
頁
。

(
山
)
出
o
E
C
5
5
こ
吉
尽
き
は
旬
。
、
町
ミ
E
3
F
E
2
売
口
2
5
-
百
三
五
(
イ
イ
S
E
E
m
Z
ロ
巴
h
E
E
E
Z
F
ニ
ロ
門
2
5
5
Eご
片
2
5自
に
の

P
H
U
E
)
勺

]
戸
市
山
叶

(
山
)
保
健
社
会
部
、

a保
健
朴
会

U
香』

(
九
八
八
年
)

(
山
)
保
健
悩
祉
部
、

a梓

困

型

耐

祉

制

度

成

止

課

題

二

九

九

ハ

芹

)

(
山
)
ト
九
千
十
起
花
、
「
後
発
γ
ム
茶
阿
に
お
け
る
社
会
保
険
の
場
入
と
普
及
峰
凶
の
F
R
械
保
険
制
肢
を
中
心
に
」
(
社
会
政
策
学
会
的
一

0
7ハ
ト
人
会
白

由
論
題
報
告
、
一
倍
大
学
、
。
。
一
年
五
月
七
一
八
日
)
九
百
c

(
日
)
前
伺
、
九
民
。

(
山
)
-
Z
T
〔
主
一
ミ
ミ
ミ
ミ
ミ
エ
話
回
一
5
E
h
p
H
2
句
作
文
で
言
ろ
E
F
]
U
∞
岳
民
=
巳
-
川
市
ぷ

(
山
)
一
九
九
三
年
に
は
七
一
部
の
支
持
率
を
保
得
し
た
が
、
一
九
九
じ
年
に
は
、
一
六
%
ま
で
急
落
す
る
、

(
山
)
食
Z
2
2
方
。
閃
戸
ヨ
エ
C
1
4
4
一
一
-
2
4
司王

R
E
d
e
-己
完

=
E
a
弐
3
6
a
h
E
S
5
~
(
出
2
d
-
J
、
吉
岡
ゴ
さ
Z
2
d
〉
需
コ
ミ
一

-3-)
玉】

ω
山
由
合

(
山
)
』
o
F
ロ
岡
田
o
h
r
目
。
ロ
ぬ
C
F
~
ペ
ミ
町
長
芯
可
C
E
h
H
2
2
E
5
2
一
日
吋
h
o
H
R
-
-
円
一
E
2
2
ド
ご
司
月
百
一

tyy))
七円()恥

(

印

)

「

」

『月
刊
朝
鮮
』

一
九
九
六
年
三
月
、
一
同
六
一
五
民
。
ま
た
、
裁
判
に
お
け
る
判
決

一
九
八
一
作
)
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"見
ー込
i師

に
閉
し
て
は
、

-碑
阿
け
報
-

一
九
九
六
年
八
月
一
七
日
を
参
問
。

(
阻
)
こ
れ
ら
の
措
同
法
律
に
関
す
る
資
料
は
、
韓
国
政
府
の

『公
報
』

(
2オ
江
戸一
E
N
Z
主
一
九
九
六
苛
一
月
一
六
日
を
参
長
。

(m印
出
)
円E『
=EH口ドねE77z一--3ロ戸4
急

d口η目里《)ミη=円Eω巳戸に正戸ζENEω巳戸5ロロロE巳口色-吉。各σE∞己-rEドζNEω巳FEド5。ロEEο2。三-EOねE目
ηEEロ巳
-ζ凶EロE♀目司μ正。己-=』=E戸E宮』円の2凶己-司O戸ロE斗戸E「戸』OE口ω。【何の2。戸E。ロ目戸戸戸呂の司EO巳-呂5ν一

戸己同ロ凶旦{ニ-h戸一【?(》
Xさ(c}ヨ
コ
主
}
T
Z
℃
、
三
哨
ヨ
心
。
語
句
、
お
唱
え
欠
。
司
d
a
s
h
2
5
3
s
d
(
山
門戸
口
F
コ
-
門
〉
口
3
2
〈
宅
「
-
=
白
色
丹
z
z
cロ
司
『
。
主
一
円
。
。
。
)
七
日
目

(m)
認
阿
の
ギ
ャ
ロ

y
フ
社
が
行
っ
た
吐
論
嗣
脊
に
よ
れ
ば
、
九
九
一
一
年
に
は
凶
民
の
八
心
%
の
支
持
を
得
て
い
た
。
し
か
し
、
一
九
九

π引

凶
月
の
時
点
で
は
、
凶
同
・
九
wm
ま
で
低
卜
し
た
ο

同
ミ
E
H
2
2
5
ぷ
ミ
ロ
2
5
w
一
E
ω
(
)
5
5

(
以
)
こ
の
時
期
に
公
川
さ
れ
た
新
聞
£
事
や
社
説
の
多
く
が
、
偉
凶
経
済
の
危
機
を
暗
示
し
て
い
た
。
「
叫
凶
経
済
不
況
直
尚
一

『韓
国
円
報
μ

一

九
九
六
年
八
H
八
日
E

斡
阿
け
報
-
一
九
九
六
午
九
月
凶
円
、
E

朝

鮮

川

報

「

一

九

九

六

九

川

、

一

九

九

六

九

一

一

欠。芯
G
J
V
8
3、
2
2
、
z
m
w吋
η
7
N
N
コ
己
]
坦
坦
叶

(
国
)
韓
玉
グ
ル
ー
プ
の
倒
出
か
ら
い
っ
き
に
ド
ミ
ノ
効
果
的
に
倒
産
・
株
式
低
が
相
次
い
だ
ご
九
九
七
年
一
片
一
七
日
韓
主
グ
ル
ー
プ
債
務

不
同
制
行
の
た
め
倒
産
、
一
月
一
阿
川
聡

{τ
ニ
ュ
ー
ス
を
受
け
ソ
ウ
ル
株
式
市
場
指
数
が
一
・
八
出
卜
落
、
一
月
九
日
サ
ン
ミ
鉄
鋼
業
(
二
八

位
の
財
閥
)
も
債
務
不
は
ノ
れ
の
た
め
倒
崖
(
そ
の
後
凶
H
間
続
け
て
株
式
市
場
下
落
)
、
四
月
二
目
前
与
路
(
乾
国
段
大
の
蒸
留
州
製
造
所
)

債
務
不
胤
/
什
に
陥
り
政
治
措
置
を
受
け
る
、
じ
川
け
一
石
川
キ
ア
グ
ル
ー
プ
(
八
位
の
財
閥
)
も
債
務
不
履
行
に
陥
り
救
済
措
置
を
受
け
る
、
そ

し
て
心
月
一
円
サ
ン
パ
/
ウ
ル
(
繊
維
業
)
も
債
務
不
属
行
に
直
利
す
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
乞
苓
ぬ
ミ
ミ
ミ
丸
一
〉
2
2
F
-
一
}
]
中
中
叶

(
郎
)
こ
の
パ
ソ
ケ
ー
ジ
の
条
件
を
い
く
つ
か
上
げ
て
お
く
'
経
済
成
長
官
を

G
D
P
基
準
の
年
一
一
%
に
抑
制
、
物
制
上
昇
京
九
%
に
抑
制
す

る
と
い
っ
た
合
融
引
締
め
、
不

?μ
債
権
の
半
期
処
理
、
各
神
間
凪
制
緩
和
な
と
の
条
件
が
提
示
さ
れ
た
。
円
八
体
的
な
パ

y
ケ
l
ジ
内
存
に
つ
い
て
、

初
鮮
日
報
一
九
九
ヒ
利
二
月
一
心
円
を
参
冊
、

(
町
)
当
時
の
I
M
F
-
又
綬
に
刻
す
る
徐
々
な
批
判
反
宵
な
と
は
、
当
時
大
部
分
の
新
聞
で
恨
遣
さ
れ
て
い
た
り
筆
者
は
F
宅
。
司
令
芸
ミ
ヲ

Z
Z
E
J
、
坦

-
3∞
E
Y
E
F
否
定
主
三
一
ω

↓
m
w
u
∞
E
a
Z
3
H
F
E
E
-
J
コ
二

A
-
3で
を
参
出
し
て
い
る
が
、
引
鮮
日
報
、
東
州
日
報
、

斡
凶
日
報
、
な
と
に
も
多
係
な
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
舎
か
れ
て
い
た
。

(
邸
)
イ
ギ
リ
ス
は
、
雇
用
記
録
が
最
低
一
午
、
手
当
て
支
給
ま
で
最
低
一
一
判
、
そ
し
と
手
当
て
の
え
給
は
段
卜
九
で
五
一
週
山
で
あ
る
υ

ス
ウ
ェ

I

ア
ン
は
、
雇
用
記
録
が
最
低
立
ヶ
川
、
干
当
て
支
給
ま
で
の
待
ち
川
町
は
な
く
、
手
当
て
の
支
給
は
最
大
で
六

0
週
間
で
あ
る
ご

日
本
は
、

円昨

肘
記
録
が
最
低
で
六
う
月
、
手
当
て
支
給
ま
で
七
H
、

T
当
て
の
支
給
は
最
大
で
三
口
週
間
で
あ
る
。
そ
れ
に
比
べ
て
特
凶
は
、
一
一
雇
用
記
録
が
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金ι巾政権における「現代イじ」と社会政策 (2) 

最
低
年
、
干
当
て
守
旧
ま
で
最
低
一
同
日
、
そ
し
て
手
当
て
支
給
は
最
大
で
八
週
間
で
あ
る

c
c貝
川
口
一
吋
守
主
同
門
口
町
三
笠
宮
三
亡
。
ξ
~
三
階

(
}
u
s
-
-
3
-
3
3
-
)
円
才
A

許
可
け
命
日
]
叶

(
即
)
こ
の
数
値
を
他
の
凶
と
比
較
す
る
と
、
た
と
え
ば
、
日
本
だ
と
川
得
の
七
・
三
立
%
を
保
険
料
と
し
て
支
払
う
の
に
対
し
て
、
所
得
の
七

。
%
を
年
金
ー
と
し
て
支
給
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
υ

保
健
福
相
郎
、
「
国
民

1
金
拡
大
の
た
め
の
改
小
謀
題
」

d
J
4
4
4
ヱ
F
2
3吋

E
F
Eミ〔}叫
¥ZMFU士
〕
百
円
二
九
九
七
芹
)

(
別
)
一
九
九
五
年
日
本
の
社
会
保
障
支
山
が
三
ハ
・
七
判
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
が
四
九
・
五
叫
に
比
べ
、
時
間
は
九
・
八
%
で
あ
る
ο

己-同門己

P

2
内

科

目

下
4

号
、
誌
へ
と
言
忍
己
主
"
と
文
句
ミ
C
R
門
己
注
尚
三
回
目
守
UZ
円
。
吋
主
マ
ミ
タ

(τ
号
戸

-
U
U品
)

(川

)
T
M
F
の
よ
る
斡
何
通
貨
危
機
に
対
す
る
処
方
の
人
l
丈
は
、

I
M
F公
式
サ
イ
ト
の
口
問
出

E
E
T
旨

E
E
3
5戸
、

九

九

七

年

二

川

五
円
、

r
z
v
ご
さ
2ニ
ヨ
明
言
問

¥
2定
ヨ
己
¥
コ
}
》

¥C号
¥
7
2
2
Eヨ
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
、

(
ぽ
)
統
計
局
、

『粁
凶
活
動
人
川
年
制
』
ソ
ウ
ル
、
一
九
九
七
一

0
0
0年ご

(m)
同
じ
時
期
に
通
貨
危
機
を
粁
験
し
た
タ
イ
、

f
ン
ド
、
一
子
ン
ア
、
マ
レ
ー
シ
ア
の
ケ

1
ス
を
見
て
み
る
と
、
通
貨
危
機
以
降
、
応
急
措
置
は
と
っ

て
お
り
、
持
政
府
も
短
期
的
セ
ー
フ
テ
ィ

l

不
y
ト
構
築
を
試
み
る
が
、
凶
民
年
金
制
度
、
ま
た
雇
用
保
険
な
と
の
内
谷
を
見
て
み
る
と
、

制
じ
時
期
に
通
貨
危
絞
を
経
験
し
た
困
の
中
で
、
年
金
管
制
度
、
そ
し
て
州
小
企
業
振
興
や
社
会
セ
ク
タ
ー
支
出
で
あ
る
雇
用
保
険
の
整
備
や

職
業
訓
練
の
盤
的
と
い
っ
た
長
期
的
セ
フ
テ
ィ

l
不
y
ト
構
築
は
、
韓
国
だ
け
に
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
。
山
本
克
也
、
「
ア
ジ
ア
判
カ
凶
に

お
け
る
年
金
制
度
世
界
銀
行
お
よ
び

I
M
F
の
影
響
」
上
判
事
裕
-
よ
世
間
編

『東
ア
ジ
ア
福
祉
シ
ス
テ
ム
構
築
「
東
大
大
千
社
会
科
学
耐

究
所
、
ひ
っ
一
午
、
一
八
九
一
口

λ
R
U

(
川
)
一
九
九
七
年
か
ら

0
0
0年
に
か
け
て
、

I
M
Fと
神
凶
政
府
間
で
合

E
さ
れ
た
政
策
九
円
自
に
え
害

(
-
z
z
E
。
ご

E
E門
)
が
い
く
つ
か
あ

り
、
こ
、
つ
い
っ
た
境
円
が
、
明
コ
ル
さ
れ
て
い
る
。

I
M
Y公
式
サ
ィ

I
に
て
合
主
文
書
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ピ

E
4
3二
三
三
己
、
一
九
九

七
刊
二
川
一
日
、

T
さ

¥
¥
4
d
d
一コユ
G

主
主
止
命
「
=
μ
一
¥
=
刀

¥
E
L
N
C
ω
市
計
二

-d-
社ヨ

2
0一
亡
門
書

Cご
コ

Z
Z

九
九
七
年
二
月
二
川
口
、

戸
石
¥
¥
名
手
話
回
目
巳

c
Z
¥
B
E
E
-よ
号
、

E
¥戸
凶
ピ
ミ

EE】
fpF「2
0
h
E
E
Z
E〔
-77ヨ
ミ

E
E
E
S
P
E
C白
5
2
-
5
3、
一
九
九
八
年
二
け

七
円
、

r
E
V
¥
¥
4
4
2
5
z
a
¥
2
Z
E
E
¥コ}》
¥
]
2
¥

足
。
叶

Z

Zヨ
を
き
J照。

(
悶
)
新
自
向
、
一
上
長
官
た
ち
ゃ
グ
ロ

l
パ
リ
ゼ

l
シ
ョ
ン
擁
護
派
た
ち
は
、
ク
口

l
パ
リ
ゼ

l
ン
ヨ
ン
に
よ
っ
て
川
界
経
済
に
統
介
さ
れ
て
い
く
中

で
、
同
際
航
続
争
力
を
紺
持
す
る
た
め
に
は
、
公
的
支
山
を
最
小
限
に
す
る
必
主
性
が
あ
り
、
結
同
中
守
的
な
畑
仕
同
家
モ
デ
ル
に
帰
結

L
、
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ギ44 ト口 ~Iトペ斗会士吋制ヨヨヨ， ~\咽"/0 ゃい二"v" --\J :m寝 ---.J \J :;.吋。ヰミ.-'会j tlV，経理主Bl'i-'士主'やE相E苦手掛:主将内，

:;ti<j ji ズヨヨ号隠~~，~EI;:.1恒棒読吋.0â=ミ -.J \J ニ時乙 Ilint and Thompsol1， Globαlization川 Qucstion:The Jnternational Fco 

肱川町凶dThe r山 sibililiesof Gr!1.'ernu.nce (じ311lbrid只c: PoliL，y Prcss， 1996)蜘匹。
(詰)Ii¥'ff， 'Korea : :¥Ie1TloranduHl O!1 the Eco!1omic Pnlgram，' 1 ~..:::;;.+J時 1 1::r;川田 http://www.imf.org/external / n p /loi / 

120397.htm #memo けEI;if...s.The Korean govεrnment is firmly committed to implement the j)olicies outlined io the 
allachcd mcmorandum and wi11ιnぉurcllwL lhc poliじ以ぉ arcadcqualc LO achicvc l11(' objcclivcおり[l11(' program. Thc Korc山L

goverηmellt remaills firmlv commit日dto take ally additional measures that may be 11ぞcessaryfor this plll"pOse. I)uring the 

pcriod o[ lhc proposcd sland-by arran只cmcnland lhcrc乱fLcr，Korca ¥....ill consull ¥vilh lhc }".Iana只111只DircCLOro[ lhc Fund on 

the adoption of礼nym出ISlll-eぉthatmay be app了。priate，at the initiative of eithゼ¥-the Korean川lthoritiesor the 恥Ianaging

DirccLOr， in accordancc ¥vith thc Fllnd's policics on sllch consllltations、、cwill also proνidc thc Fllncl wiLl】 suchin[orma 
lion lbal iL rcqllcsls on lbc progrcぉsrnピul('in polic}' implcmClllalion and achicvcrncnl o[ progγa111 objccti、cs
(日)早起:工詳， c判長モト1民主三官思i二三 〈州吋 I 1 ~f:2<叶 1' IIT: 11'( 回。

(言)Korca Hcrald， "Prcsidcnl-c1cct Kim Dac Jm明 mcc凶 Wl山 Korca'sTop CEO's"， 14 Janl1ary 199B 

(言)罫剥 1111 申 ~\\~~O 訓冊cS 註台工ミト¥"42時 I? 1，:ドUHL1C0トKOI?EA.IrvlドStancl向 Arrangement， Summary of the 

Economic Pro只ram，Dcccmbcr 5， 1997エIacrocconomicPolicics 1. Objcctivcs ' Thc pro只ramis intcndcd to narrow Lhc cxtcr 

nal cun引，t礼ccountdeficit to belov.，' 1 percent of GDP in 1998 and 1999， contain inf1ation at ur behnv 5 percent. and 

hoping for an early retllrn of confidence--limit the c¥eceleration in real GDP growth to about 3 percent in 1998， follO¥vec¥ by 

礼 I山川円、いl¥V川dpOlcnlial in 1999. 2. RcslrllCLUrIl明治ndrc[orm rnc出 llrcs. Troublcr1 [in礼ncialinSLillllions wil1 hc doscd 

or if thev are deemed viable. 1ぞstrucruredand / ur recapitalized. The govenn口e口thas already suspendぞd9 insol可ぞntmel 

chanl bank只(onDcccmbcr 2， 1997). Thcぉcbanks haνc bccn placcd l1ndcr thc conlrolυ[~vfOFE and rcql1ircd lo sl1bmIL a rc 

habilitation plan ，vithin 30 days， These planぉwillbe asぉesおゼdi n cunぉultationwith Fun【!日taffand， if nut app]'oved， the in 
sLituLion will havc iLS Iiccnsc rcvo 
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plcs on sharing o[ loss(おamon宗cqlliLy'hりldcrsand crcdilors wi11 bc cslablishcd. Thc disposal o[ nりnpcrformingloans will 

be accelerated. The prぞおぞntblanket gu山 anteeswhich ¥yill end in three ve孔rswill be 1"eplaced by a limited deposit insur 

ancc schcmc. A timctablc wi11 bc cstablishccl [or a11 banks to mCCL or cxcccd Baslc stanclarcls. Pruclcntial stanclarcls wi11 bc 

Upgl川ledto meet Da只leeore principle日 AnySUJlP01"t to iinancial institutions wi1l be given on只tdctconditions. All只upport

to financial institutions， other than BOK Iiqlliclity credits， will be providec¥ according to pre-established rllles， and recorc¥ed 

lr川lsparcnlly...i¥ccollnlin宗 slandardsand disclosurc rulcs will bc sLrcn宗Lhcncdlo mcCl inlcrnalional praじ1IじιT'inancial

statぞlれぞntsof large financial institutiuns ¥¥'ill be auoited by intelilationally recognized finllS. t<."1anpov.'肝 in the unit sllpel.vis 

11明11lcrchanlbanks wi11 1刊誌uHicicIlLlyincrcascd to makc supcrvision cHcclivc and to allow propcr handlin只o[lroublcd 

bankぉ Thesch引.1111efOl-alhrwing foreign entry into the domestic financial sector ¥¥'il1 be accelゼr川ed，including allowing 

Iorci削1crsto cSLablish bank subsidiarics ancl brokcragc houscs by micl-1998. BorrO¥ving and Icnding acLiviLics oI ovcrscas 

hr札口chcおりr](【)rcanhλnh wi11 bc d【附clvmonil(げcdlo cnSllrc LhallhC¥;礼rcsound. :'¥υn、iablcbranchcお wil1bc closcd 
BOK's international res町、emanagement will be r 引 iewedwith the intention to bring it c10ser to international practice. De 

posils wiLh ovcrscas branch目。[domcslic banks ¥vi11 nol bc incrcascd [unh目。 blll町山11Ia11ywilhdra¥vn as cirCU11lSL8nCCs 

allov.' トinancial川叫itutionswill be引lcouragedto imp1"ove thei1" risk assessment and pricing p1"OC吋 u1"es山ldtu su.engthen 

loan rccovcr、;acLions in lhcsc 8rcas will bc rcvic¥¥"cd as p8rt oI pruclcnLial supcrvision 

(ヨ)H.-rf. Lettel-of Intent' 1 -K-K..:，.J.:i-1 1口川口 l川p;// www.imf.org/external九p/loi/120397.htm

';Labor market reform 38. The capacity of the new Employment lnsurance system will be strengthened to facilitate the re 

r1cploymcnl o[ lah(民 10p川 λllc1wilh [l1rlhcr SlCpおじ)lmpro町 labormarkcl []cxibililv." 

(沼ヨ)1Mド l叫恥肝 S仇加t，臼正a式耐可 A川口gem附叩ぞ引1川 511nηm川1

korca.hl11l川I"Lab加or1.Ja川rkc叫lR恥町clo町)f口Ill:Th恥"ε C叩 a叫山C口1山lvν Oぱ1l山hc肘 ¥vE11l岬pμ10町〉川111川1C目肌lLh削:乱叩n町ccお勾sys戸尽u凶川111、W引吋、U叶illbc 尽札叩11円明叫L山hc叩n肘ε吋CIlo facil山 lc 1:3 
『

the redeployment of laborφ 川間trallelwith flll-thゼrsteps to impr肝 e1abor market flexibilitv." 

(ヨ)lMF， LcUcr 山L叫 1~判d♀叶叶 町l巴田 hμL叩ψvノμ/…1叩m叫I叫
ム』J 
?τ τ 

→ 

cics -whilc thc program aims to minimizc thc incvit礼hlcslowdrnvn in cconomic growth， ¥¥'C wi1l aim to f川 i1itatcthc n以 tお
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sar、mυ、cmc11Lo[ workcrs [rりmdcclining Iirms loυlhcr cmplo、mcnlpυおおibililicぉ Thc gυ、crnmcllLCXpCCLS lo shorLl) 

announcぞ itsviews on labor" market and "¥vage issues， as ¥vell as on a fair sharing of the bUl"den between emplo、el"Sand 
workcrs in thc casc oI labor rcdundancics." 

(ヨ)1:¥1F. Lettt-'l-of Intent. :' ... 1引TIOl-andumon Eeonomic PrO町四. 1 ~~<サ 1 :n:+，工 http://www.imf.org/extern礼l/np/loi/

020798.html“Objectives : Labor !'vlarket f1exibility， Social safety net， Unemployment benefits scheme' 

(ヨ)HvlF， Lcllc1' o[ 1山 nl. 1 ~~<~-;..吋町|口 WW\\. 叩，[川区九 xLcrnal/叩 '1川/090298.hlml “Thc g:o山 rnmcnlwill kccp undcr 

revlぞwthe adequacy of the social safety nぞtin light of the economic situation." 

(ヨ) 1 ~，~，~，壮 士で斗石川日イU.:忌vHvIF FaclShccl iJ ~' ::.::いE:>:X:自主主lK肋 ';:;'¥J二時 C(程~) ~~~~'単語ι:長耳、とやユ

トQ Bl 4ぞ斗兵士トQ~:t!1%思議弓馬県ZZム εE芸嬉斗有-.J\J' ..lJ 1\，-，-，;j).~記」いエトQG 制ヰ~'そ己?空位盟主S?.~i<ぺJ45 トl'ι トヘム 4ト性

翌 ~1耳目← 主主布凶温品目担lよ ff~ì い ，p' 梢LlJ 制:(;!時γC~ヰミ為、J弓手J吋ムJ -，;j) ~I~ミ全ft..8 V.fu喝、再々士:V ~否認El~よ1言Jい F

ゃなE主主申提毛・草巨匠←N).f-! 官'~ムE云至宕白挫斗制"'印.;qニ \J エ時 1 ' ~己~~孟ギート lトトー・件人ム申;型ど・主~+<

j ~るよJ2F躍起"兵士時お」ヨキト!属製--，'思証で c.;ヰ 9C~己<Ílí~ 口 rく ι 稔jt認定ドト¥?'J~I (坪笹)I JJ 間会 ~\J~時 υ

hllp:/ / ww¥v .imLorg/は lc1'nal/np/Is/1999.hlml ~~，~叶 C~号令d持君主主斗記〈日~..vート 1トトー・ I~ "ι-'1二小田口込

~2: ~C拭紺~L~~\J エ時}

(ヨ)s.1F， LcLLcr o[ lnlcnt， 1 ~~~J:f- I' :rr:: 1 Orr:: hLLp://¥nv¥¥'.imLo日々 xlcrnalほp/loi/199り/031099.html';¥Vith uncm 

ployment礼ta record high of 8.5%φthe social safetv nゼtwill bゼfurtherぉtxengthenedin 1999 through an expanおionof e文

isting program"" 

(旨)1M!'， Ll出'1'o[ Illlcnl. 1 ~~~持ムユコ|ヨ二 hllp:.// www.imLorg/cxlc1'nλl/np/l(日/07249おhlml;'To川1)sTll刊L山 conllihu
tion to the social compad ¥vith labOl" and business. thぞgO¥ぞrnmenthas increased its commitment to provideぞ文pendirureson 

lhc s町 ialsa[CL v ncしincludinguncmploymcnl in叩 rancc，Irom ¥V7.9 LrilliりIl凶 Wl日4lrillion (about 2.5(}i1りIGDP : lhc gov 

ernment will con口nueto k刊 punder closゼreviewthe adequacyれndeffec七、enessof ocial safety net expenditures in light of 

thc cconomic siLuaLion." 

(ヨ)I:¥fr， Lcttcr ()f Intcnt， 1 ~~~:::?- 1 
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目 nmcIlLwi11 III乱UllalIllls c011l11l1Lmcnl to pro、idinga social sa[cly nCL adcqualc 1り p1υlccllhosc mosl cxposcd 1り lhcc[[ccls 
of the fin孔ncial(Tisis.. . 

(雪)UvfF. LcLLcr o[ lntcnt. • 1 OOO~与J m:: • 1 二 hlLp://¥¥' ¥V w.im[.or只必xlcrnal/loi/2 0 0 0 / kor / 0 1 ndcx.h L1nl“Thc Korcan只ov
ぃnlmenthas begun to 1Tlove social safety netメドド日dinga'，vay fr01Tl government-fin九nceddired pro可1おionof employment to 

warc¥ a system of “productive welfare." To this end. as of Oct 1st. 2000. the National Basic Livelihood Security Law will be 

comc c[[仁clivcand wi11 : 1. Uni[y' sa[じly'nιls undιr onc 11lcans-lcぉlumbrι11aLhal wi11ぉccurιaminimum sLandard oI Ii、111原

for all Kon'ans "¥vhile pro可idingillcentives fOl' a retllrll to thぞworkplacefor those able to wor];: ; 2. [nneasぞthellu1Tlber of 

rccipicnls oI subsislcncc bcncIils Irom 0.6 million in 1999凶1.6million in 2001 : :-3， Eslabliぉha scJ[.supporl plan [or 

those able to work thruugh plυ可isiol1of jubぉearchinfurmation， vucatiunal traini口比 andda芯 care sel可Iceぉ 1. Secul-e basic 

subsislcncc li、111只[orlhc c1clcrly by incrcasin只thcnumbcr o[ bcncIiciarics and ll1c si乙coI thc noncontributory social pcn 
slOn礼swcll aお provirling[rcc mcals and in-homc carc lo lhりおcin nccd. 1ηaddilion， lhc c1dcrl}' will bc o[[cn:r1 assiぉlancc111 

their out-of-pocket medial expenses ; and 5， lncrease the nllmber of social workers per recipient hOllsehold and improve the 

inIormalion dal乱bascon rccipicnls." 

(宮) ~;t状Sìそ， r性巨五亡さ-'J咋対弓 J http:i川w¥v.1Tlofe.go.kr(last引lterec¥Janllary 200G) 

(i:rii '1210''' 
、ベノド+

( Ea) 日)IIyungpyu }'.'!oon. et al. Economic Crisis and its Social COl1sequenc出 (S開 ul: Kore礼 DevelupmentTn叫itute.1999) p.38 
(白)Ibid.. p. 40 

(苔)tt者宿主主1'1~J恥望、。

(自， r 

(吉) ~6~ü 

( 1 ~~~_ 1( )。I r ， l' 1 戸、
ヱく

→ 

(缶)村監'はf慢話C1~"，，，，峠εヨHコ~-'禅問ヤ時..lJ-$"濯""君主~-拒 G' 1 ~~_斗J峠と44ミエい件世件去作為|訳::.:.-2 0~ ♀込~ 1 ~~ ~ 
〈惜己主111.. 1渓 F 中_ili"""'1 ~~~~斗当吋 C訣怖や斗4ミEZ雪_i¥J二喝。

(吾) ~+<廿 司十〈桜恥53tf生活I~_ (IIollym' . ~~ムユ時) 1 <江:つ
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